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はじめに 

川口市は、住宅都市化が進み、多文化の動き

は進展著しく、人の転入・転出も含め今では若

い人も高齢者も多い大都市であります。そうし

た中、外国人が年々増加し、人口の４％を占め

るまでとなり、県内一、全国では５番目になり

ました。 

私は、「国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い対等な関

係で共生」していく、いわゆる「多文化共生」の考え方が大変重要だと考えて

います。 

この「多文化共生」を実現するために、平成２４年２月に策定した「川口市

多文化共生指針」に基づき、外国人にアンケートを実施しました。安全・安心

に暮らせる元気なまちにすることを目標に外国人の現状を踏まえ、社会情勢の

変化等から生まれた課題の解決に向けての取り組みを進めていきます。 

また、アンケートの意見を参考に外国人も多文化共生のまちづくりに主体的

に参加してもらうため、「川口市多文化共生指針」を改訂します。 

市民一人一人がお互いを尊重し、協力し、「公平公正であるか」「弱いところ

に光をあてる」ことを念頭に置き、この指針に基づいて、「みんなでつくる川口

の元気」をスローガンに、まちづくりを進めてまいる所存であります。 

この指針の改訂にあたり、さまざまなご意見、ご助言を賜りました皆様に心

より感謝申し上げます。 

平成２６年６月 

                         川口市長 奥ノ木信夫 
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第１章 指針の改訂にあたって 

１ 改訂の目的 

近年、本市では定住外国人が増加し、その中には、永住資格や日本国籍を取得する人も増加傾

向にあります。（p.3 図表 3）外国人*1の増加と定住化が進む中で、誰にとっても暮らしやすい多

文化共生*2の地域づくりが求められています。 

これまでのように外国人住民*3 を単に受け入れるという意味での多文化ではなく、川口のまち

づくりやコミュニティ形成に対し、外国人住民が主体的に参加し、それぞれの個性と能力を十分

に生かせる多文化共生のまちづくりを目指します。 

川口市では、日本人住民と外国人住民が多様な価値観を認め合いながら、ともに学び、ともに

働き、ともに安心して暮らせる多文化共生社会の実現に向け、「川口市多文化共生指針」の改訂を

行います。 

２ 改訂の経緯 

国では平成 18年、国際化施策の従来の２つの柱「国際交流」「国際協力」に加え、「多文化共

生」を第３の柱とする「地域における多文化共生プラン」を策定しました。以降、各地方自治体

においてはこれに基づき、地域の実情に沿った計画を作成し、多文化共生施策を推進しています。 

また、平成24年 7月9日から新しい在留管理制度*4が導入され、入管法に基づくものに一本

化されました。 

埼玉県においても、県として推進すべき施策について再度検討を行い、平成24年 7月に新た

な「埼玉県多文化共生推進プラン」を取りまとめました。 

川口市の外国人の数は、平成2６年1月1日現在22,958人で、この数年で約1.5倍に増加

し、総人口の約4％を占めるに至りました。（p.7 図表７） 

 このような状況を踏まえ、市では、外国人へアンケートを実施し、川口市がどのように外国人

住民と多文化共生を進めていくべきか再度検討を行い、当初の指針の基本理念と基本方針を継承

しつつ、新たな「川口市多文化共生指針」を取りまとめました。 

３ 計画の期間 

平成28年度までに取り組むべき施策を取りまとめています。 

   「各施策の具体的な推進内容について見直しの期間」は、3年とします。 

*1外国人とは、日本国籍を有しない者をいう。（*1、*2ともに埼玉県多文化共生推進プラン） 

*2多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 

地域社会の構成員として共に生きていくこと。（多文化共生の推進に関する研究会報告書）2006.3 総務省 

*3外国人住民とは、外国人の住民だけではなく、日本国籍を取得していても文化的背景などが外国にある住民を含む。 

*4新しい在留管理制度は，従来の出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます。）と外国人登録法に基づいて 

行っていた二元的な在留管理の制度を改め，中長期在留者について，法務大臣がその在留状況を一元的かつ継続的に把 

握できるようにする制度です。 

この制度では，中長期在留者を対象として，①上陸許可，在留期間の更新許可，在留資格の変更許可等に伴って在留カ 

ードが交付されるほか，②中長期在留者本人から法務大臣への在留状況に係る変更届出，③勤務先等の所属機関から法 

務大臣への情報提供などにより，法務大臣が当該外国人の在留状況をこれまでより正確かつ継続的に把握することがで 

きるようになります。（法務省） 
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第２章 川口市の現状と課題 

１ 川口市の現状 

（１）数で見る外国人の状況 

川口市に居住する外国人は年々増加し続けており、県内では、政令市のさいたま市を抑えて

最も多い住民数となっています。また、全国では、１位が新宿区33,433人、2位が大阪市生

野区29,549人、3位が江戸川区24,120人、4位が足立区23,135人、5位が川口市21,624

人、そして江東区20,689人の順となっています。（平成24年 1月 1日現在） 

図表１ 全国における外国人の数上位市町村（平成 24 年 1月 1 日現在） 

資料：法務省統計    

平成2６年１月１日現在、市内の外国人は22,958人（市の人口の3.9％）で、 

平成 17年 1月 1日の15,049人（市の人口の3％）の約1.5 倍に増えています。 

図表２ 川口市における外国人の数の推移（各年 1月 1日現在） 

資料：川口市統計    
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図表３ 川口市における外国人の数（在留資格別 平成 26年 1月 1 日現在） 

順位 在留資格 人数（人） 比率（％） 

1 永住者 7,554 32.9

2 家族滞在 2,816 12.3

3 留学 2,410 10.5

4 特別永住者 1,652 7.2

5 定住者 1,616 7.0

6 日本人の配偶者等 1,500 6.5

7 人文知識・国際業務 1,452 6.3

8 技術 1,178 5.1

9 技能 587 2.6

10 特定活動 521 2.3

11 永住者の配偶者等 506 2.2

その他の在留資格 1,166 5.1

合計 22,958 100

資料：川口市統計    
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図表４ 川口市における外国人の数（国籍・地域別 平成 26 年 1月 1 日現在） 

順位 国籍・地域 人数（人） 比率（％） 

1 中国 13,645 59.4

2 韓国 2,846 12.4

3 フィリピン 2,182 9.5

4 ベトナム 808 3.5

5 トルコ 450 2.0

6 ブラジル 321 1.4

7 タイ 287 1.3

8 朝鮮 284 1.2

9 台湾 280 1.2

10 バングラデシュ 229 1.0

11 ネパ－ル 162 0.7

12 インド 155 0.7

  その他の国籍・地域 1,309 5.7

  合計 22,958 100

資料：川口市統計    

注：2012 年 7月 9日からの新しい在留管理制度により、国籍・地域の表示が変わり、台湾、 

韓国、朝鮮と別々に分類するようになりました。 
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図表５ 川口市の年齢階級別人口（平成 26 年 1月 1 日現在） 

年齢階級別 

（歳） 
外国人 比率（％） 日本人 比率（％） 総数 比率（％）

0～9 2,108  9.2 49,556  8.8 51,664  8.8 

10～19 1,423  6.2 51,329  9.1 52,752  9.0 

20～29 5,977  26.0 59,831  10.7 65,808  11.3 

30～39 6,412  28.0 83,604  14.9 90,016  15.4 

40～49 3,914  17.0 95,179  17.0 99,093  17.0 

50～59 2,097  9.1 63,272  11.3 65,369  11.2 

60～69 689  3.0 73,954  13.2 74,643  12.8 

70～79 247  1.1 58,509  10.4 58,756  10.1 

80 以上 91  0.4 25,797  4.6 25,888  4.4 

合計 22,958  100 561,031  100 583,989  100 

資料：川口市統計    
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図表６ 川口市の地区別外国人の数（平成 26年 1 月 1 日現在） 

  地区 人数（人） 比率（％） 

1 横曽根地区 6,574 28.6

2 芝地区 5,065 22.1

3 青木地区 3,287 14.3

4 中央地区 2,640 11.5

5 南平地区 1,871 8.1

6 鳩ヶ谷地区 930 4.1

7 戸塚地区 868 3.8

8 新郷地区 684 3.0

9 神根地区 663 2.9

10 安行地区 376 1.6

合計 22,958 100

資料：川口市統計    

1.6

2.9

3.0

3.8

4.1

8.1

11.5

14.3

22.1

28.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

安行地区

神根地区

新郷地区

戸塚地区

鳩ヶ谷地区

南平地区

中央地区

青木地区

芝地区

横曽根地区



- 7 - 

図表７ 埼玉県における外国人の数上位市町村（平成 26年 1 月 1日現在） 

順位 市町村名 外国人の数（人） 

1 川口市 22,958 

2 さいたま市 17,503 

3 川越市 4,960 

4 草加市 4,625 

5 戸田市 4,447 

6 越谷市 4,173 

7 所沢市 3,901 

8 蕨市 3,657 

9 春日部市 2,971 

10 三郷市 2,747 

資料：埼玉県国際課調べ    
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（２）外国人へのアンケート調査の概要 

平成25年 6月 15日～8月 10日、川口市に住む外国人を対象としたアンケート調査を実

施しました。 

調査票の言語は、やさしい日本語（ルビつき）、中国語（簡体字・繁体字）、英語、韓国語、

タガログ語、スペイン語、ポルトガル語で作成しました。 

調査場所は、市役所本庁舎市民課窓口および国民健康保険課窓口、川口駅前行政センター、

芝園公民館での外国人サークル、保育所（公設公営保育所 30 ヶ所）、市内日本語ボランティ

ア教室および在住外国人支援団体（18ヶ所）です。 

調査方法は、多文化共生担当職員（外国人相談員含む）による立会い調査としました。 

アンケート配布数1,100件、回収数825件、有効回答数812件、回収率73.8％でした。 

（p.30別添資料1のとおり） 

 （３）外国人住民をめぐる現状と課題 

外国人住民については、就労、教育など生活のさまざまな場面で、地域社会につながるため

に次のような課題が顕在化しています。 

アンケートの調査結果を参考に考察します。 

 ア 日本語および日本社会とのかかわり 

［現状］ 

外国人住民が安心して生活するためには、地域の人たちとお互いにコミュニケーション

ができることが重要で、そのためには日本語の習得が必要となります。 

     本市では、交流機会の提供や外国人住民からの相談に対して、国際交流員や外国人相談

員を活用して多言語での簡易な生活相談を行い、日本語学習機会の充実や、外国人住民の

自立を促進する仕組みづくりに努めています。 

［アンケートから］ 

普段の生活で、よく使う言葉は、「日本語」が76.6％と最も多く、次いで「中国語」が

60.7％です。（p.37図表１１） 

日本語を聞く・話す・読む・書くことについての回答（p.37 図表 12-1～p.38 図表

12-4）を、全体と非漢字圏の国＊5とで比較すると、日本語を理解していると考えられる

回答の数値に差が見られ、このことから日本語の習得に差があることがわかります。 

さらに、日本語を「読める文字」の回答（p.39 図表 12-5）では、特に漢字の項目に

おいてその差が顕著となりました。 

また、このアンケート調査において、言葉の意味を理解していなくても、「漢字だから

日本語として読めている」と誤認識している人がいるということもわかりました。 

*5非漢字圏の国とは、中国、台湾を除いた国・地域とします。



- 9 - 

［課題］ 

外国人住民の中には、日本語の習熟度が十分でない人も多くいるため、日本語が理解で 

きないことや情報が正確に伝わらないことにより、誤解やトラブルなどが生じることがあ 

ります。コミュニケーションに使われる言語は、日本語が基本となるため日本語学習機会 

の充実と日本語指導者の養成が必要となっています。 

  イ 市からの情報や生活情報等の入手 

［現状］ 

 本市では、ごみの出し方などをはじめ、外国人住民の生活に必要な情報を多言語で市の

ホームページに掲載したり、窓口でパンフレットなどを配布し、周知を図っています。 

     外国人住民の利用頻度が高い書類や情報については、多言語での啓発が進んできました。 

また、外国人住民を対象とした簡易な生活相談窓口を設置し、通訳や翻訳に力を入れて 

管轄する担当課と連携し、相談業務の充実に努めています。 

［アンケートから］ 

生活情報の入手先は、「日本の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」が59.7％、次いで「イン

ターネット」が 51.1％です。（p.43 図表１６）この結果は、日本の生活に溶け込んでい

ると言えます。 

川口市からの情報の入手先は、「友人・知人」が35％です。（p.44図表１７）この結果

からは、市の情報を口こみで入手していると言えます。 

仕事探しについても、「知人・友人の紹介」が 47.3％（p.41 図表１５-１-１）と最も

多く、出身国が同じ者同士のコミュニティを頼り、つながり深いことが外国人住民の特徴

と考えられます。 

［課題］ 

川口市の情報チラシなどが市の窓口や公民館などに置かれていても、外国人住民の行動

範囲に合致しておらず、なかなか周知に至っていないことから、効果的な情報発信のあり

方を再検討する必要があります。 

ウ 市民相互の理解と協調の不足 

［現状］ 

 多文化共生社会は行政だけで実現できるものではありません。外国人住民をまちの担い

手として捉えるためにも、町会・自治会をはじめとする地域コミュニティへの参加促進に

努めています。 

［アンケートから］ 

日本人との交流について「あいさつをする程度」が51.5％と多く、「祭りなどの地域の

行事に参加する」12.1％、「町会や自治会で日本人といっしょに活動する」7％に対し、「全

然つきあっていない」が 11.3％と、生活には溶け込んでいるものの地域へのかかわりは

希薄と言えます。（p.47図表２２） 
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［課題］ 

多文化共生キーパーソン＊6を活用して外国人住民への行政情報の伝達や生活ルールの周 

知、地域活動への参加を促します。外国人住民が自らの地域の課題に気づき解決していく 

意欲や実感を持ち、日本人住民と外国人住民が協調して地域活動に参加することが重要で 

す。 

   エ 日常生活を送るための環境 

［現状］ 

賃貸住宅に入居しようとする際、外国人という理由だけで一方的に入居を断られるケー

スがあります。また、教育にあっては外国人に就学義務は課せられていないものの、日本

人と同様に扱うものとされながら、現状としては、学校に通っている児童・生徒の２割程

度には特別な日本語指導が必要で、日本語補充指導教室やボランティア日本語教室が利用

されています。 

このほか、健康の相談や医療・介護を受けるにあたって、また、防災など生活のさまざ

まな場面において、相談業務等の支援を行っています。 

［アンケートから］ 

家の種類は「民間の共同住宅」38.7％、「公営の共同住宅」22.8％、と６割方を賃貸住

宅が占めています。また、「持ち家」も26.7％（p.34図表７）と外国人の定住化が示され

ています。 

     川口市に住む理由は、「交通が便利」25.9％、「職場や学校に近い」25％（p.35図表８）

となっており、都心から近いといった地理的な利便性と、住宅費が比較的安いなどの経済

的な理由だと考えられます。これは、本市の特色と言えます。 

     また、「同じ国の知人が住んでいる」25.7％、「知人・友人から紹介された」20.1％、「日

本人の知人が住んでいる」6.5％（p.35 図表８）の数値や、川口市に今後住む予定の項目

での「今後とも川口市に住み続けるつもり」44.8％（p.35 図表９）の数値から外国人コ

ミュニティの定着が伺えます。 

     生活での悩みは、「税金や保険料の支払い」27.3％、「子どもの学校・教育」24.5％、「日

本語」22.7％、「災害（地震など）が起きた時の対応」20.4％（p.36 図表１０）と、漠

然としている悩みであり、説明・理解不足が原因で解決の可能性があります。 

     仕事での悩みは、「特にない」が52.5％（p.42図表１５-１-４）であることは、生活が

安定していると考えられます。 

     病気になったときの悩みは、「特に困ったことはない」35.7％、「どのように具合が悪い

かを病院の人にうまく伝えられなかった」25.1％（p.46 図表２０）となっており、後者

は日本語の習熟度の低さが原因と考えられます。 

     健康保険の加入の有無は、「市役所で入った国民健康保険」が51.4％（p.46図表２１）

と、保険制度の認識がされてきたと言えます。 

     日本にいる18歳以下の子どもの有無の項目で「0歳から5歳の子どもがいる」の35％

（p.48図表２４）に関連し、保育園などへの入所の項目の「保育園に通っている」63.7％、

「幼稚園に通っている」11.3％（p.4８図表２４-１）と８割方が集団生活をしています。 

*6多文化共生キーパーソンとは、埼玉県知事から委嘱を受け、行政情報などを外国人住民に提供しながら、生活相談にも

応じるなど地域の多文化共生を推進する活動をし、外国人住民と県や市町村などとの橋渡しをしています。
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     子育てでの悩みは、「特にない」35.2％（p.49 図表２４-２）、学校での悩みは、「特に

困ったことはない」46.2％と、ほぼ満足しているという結果が見てとれる一方、「学校か

ら親へ連絡がくるが、日本語なので、よくわからない」28.4％（p.50 図表２４-３）と、

やはり日本語の習熟度の低さが指摘される結果も示されています。 

［課題］ 

災害時に外国人住民が何をすべきかの基本的な知識を持ってもらうことや、地域の防災

訓練に参加して地域社会とのつながりを作ることなど、日頃からの安全対策を推進します。

また、行政や学校等からの通知が多言語化されることが望ましいのですが、外国人住民の

日本語の習熟度が高くなることによって、より生活の質が向上することから、ひらがなの

習得にも力を入れる必要があります。

（４）多文化に寛容な川口市

 本市の特色は、都心から近く、交通の便がよく、住宅費が比較的安いなどの地理的、経済 

的な利便性にあると言うことができます。 

住民の約 4％が外国人であるということからも、川口市は、言語、文化、習慣が違う外国人

住民にとって、住みやすいまちのようです。人々の元気、産業の元気、くらしの元気、まちの

元気、みんなの元気を市民のみなさんとともにつくるためには、外国人住民自らが地域社会の

構成員として自立し、地域住民と協働して地域づくりを推し進める必要があります。 

 外国人の年齢別人口は、30～39歳の住民数が多く28％、次いで20～29歳が26％です。

一方、日本人では40～49歳が17％、次いで30～39歳が14.9％となっています。日本人

より外国人の年齢層が10歳若いことが読み取れます。 

さらに、0～9 歳の比率を比較すると、外国人の比率が日本人の比率を上回っており、この

ことは、少子化の進む日本において次世代を担う存在として期待されます。（p.5 図表５ 川口

市の年齢階級別人口） 

このことから、外国人住民も社会を構成する一員になりえることを認識する必要があります。 

 （５）明日の川口を担う青少年のために 

市では、「子どもがまんなか」という理念を基盤として、子どもが安心して豊かに成長するこ

とができる｢まち｣、子育てがしやすい「まち」づくりを計画しています。 

そこで、外国人の子どもたちが、川口市民として将来にわたって、市民ルールを理解し豊か

な生活をしていくために必要不可欠なことが、日本語の習得です。 

外国人の子どもたちが日本語を習得するためには、体験学習を重視した教育機会が必要であ

り、以下のようなプログラムが効果的と考えます。 

・ 専門的な訓練を受けている日本語専任教師から、「生活言語能力」と「学習言語能力」の

両方をバランスよく学べる場と機会を設ける。 

→日本語補充指導教室や小・中学校へ日本語指導をする教師の加配（指導課） 

・ 保護者のための日本語教育の場と機会を作る。 

→ボランティア日本語教室（かわぐち市民パートナーステーション） 

・ 外国人のための中学、高校への進学相談機関の充実。 

→外国人児童生徒に対し多言語で日本の教育制度全般について周知します。 

（指導課、かわぐち市民パートナーステーション） 
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・ 学校関係者とボランティアが共通の認識をもって進んでいけるような連携の構築。 

→日本人に対する多文化共生の啓発、外国人コミュニティのキーパーソンとなる人材の育 

成、外国人相談員の相談体制の整備と人材育成（かわぐち市民パートナーステーション） 

・ 外国人住民と日本人住民との出会い（保護者も含め）と交流の場を通し、お互いに同じ地

域に住む者同士として、さまざまな交遊と友情を育むことのできる「国際交流ひろば」の

開催。 

→青少年ボランティア育成委員会「ハイスクールボランティア cafe」（社会福祉協議会） 

 （６）高齢者介護のために 

高齢者が暮らしやすいまちづくりは、外国人住民にとっても同じく必要なことです。 

   在住外国人高齢者の介護には、大変デリケートな対応が必要とされています。特に認知症な 

どの症状が出てきたときは、母国の食べ物、文化、生まれ育った環境を懐かしむようで、母国 

で受ける介護と同様の対応が望まれます。このことから、介護する側には利用者の出身国の文 

化や生活習慣の理解が求められます。 

   また、本市における外国人住民の多くは20～39歳までの若年層で、現在の段階では介護に 

関する問題は顕在化していません。しかし、近い将来、介護保険加入の年齢到達時や、要介護 

状態になったときに円滑にサービスを受けるため、制度の周知や理解を進める必要があります。 

２ 川口市におけるこれまでの取り組み 

川口市では、平成元年7月から国際交流員を招致し、市民とさまざまな形で交流を深めてき

ました。平成 25 年度には 12 人目の国際交流員を迎え、地域レベルでの国際交流に力を入れ

ています。 

また、組織の見直しを行い「国際化担当」を「多文化共生担当」に名称変更し多文化共生の

推進に取り組み、平成 24 年度には市組織内に「川口市多文化共生推進委員会」を設置し、指

針施策内容の拡充を図っています。 

多文化共生推進事業としては、国際交流員・外国人相談員を配置して市民生活に伴うさまざ

まな相談を多言語で受けているのを始め、多言語情報誌「きゅうぽら」の発行（年３回）や「日

本語スピーチコンテスト」・「外国人対象の防災訓練講習会」などを開催しています。各国の生

活習慣や教育など身近な話題を紹介する「異文化理解サロン」は、異文化への理解、国際感覚

を深める機会として、毎回好評であります。 

また、外国人の子どもたちが高校に進学できるように支援するための「日本語を母語としな

い子どもと保護者のための高校進学相談会」は、教育現場の先生・通訳ボランティアとの連携

によって行っており、多くの方が参加しています。 

（１）庁内各課アンケート調査の主な結果 

多文化共生に係る市役所各課・機関での対応を平成25年 8月 1日現在で調査し、窓口対応

含む177ヶ所の回答を集計しました。（p.7６別添資料2のとおり） 



- 13 - 

（２）庁内各課の多文化共生推進に係る実施事業調査の結果 

多文化共生の推進に係る市役所各課・機関での実施事業を平成25年 8月 1日現在で調査し 

  ました。（下表および p.16～26） 

以上の取り組みは、外国人住民が暮らしやすい環境づくり等の面で成果を上げてきました。

前回の調査時に比べ、多文化共生に取り組んでいる課が多くなり、事業名として挙がっていな

いものの、多文化共生に関する意識や理解の高さが記述内容からも伺われます。今後も積極的

な取り組みが望まれます。 

また、今回の外国人へのアンケートでの川口市への要望項目では、「外国人相談の充実」が

28.6％、次いで「日本語学習の機会を充実」が 28％、「日本人との交流やイベントの実施」

が27.2％、「窓口の多言語対応化」が23.8％（p.44図表 18）で、川口市が目指す目標と合

致していると言えます。このことを踏まえ、今後も関係機関と連携をとりながら対応の充実を

図り、多文化共生のまちづくりを目指してまいります。 

また、新たな取り組みとして、本庁舎市民課窓口においての多言語での相談業務を平成 26

年度中に開始します。 

多言語による 

情報提供・相談等 

・国際交流員の配置  ・国際情報コーナーの設置 

・外国人住民用生活ガイドブックの作成、配布 

・ホームページ自動翻訳サービス 

・「家庭ごみの正しい出し方」の作成、配布 

・「家庭ごみ収集日早見表」の作成、配布 

・図書館での外国語資料の収集および提供 

・図書館での各種申込書の外国人利用者対応の実施 

・図書館での外国語版ホームページの公開 

・外国人生活相談窓口の設置   ・外国人市民相談の実施 

・多言語情報誌「きゅうぽら」の作成、配布 

・行政機関に関する多言語通翻訳 ・市営駐車場案内看板の整備 

・「避難マニュアル」、「防災のポイント」の作成、配布 

教育、防災等に 

関する支援 

・中学、高校生の海外派遣事業の実施 

・川口市外国人幼児、児童生徒保護者に対する補助金の交付 

・国際理解教育促進事業の実施 

・ホームステイ受入先あっ旋事業の実施 

・在住外国人サポートネットワークの設置 

・外国人対象の防災訓練講習会の実施 

・日本語を母語としない子どもと保護者のための高校進学相談会の実施 

日本語学習支援 
・外国人児童・生徒の日本語学習支援・日本語補充指導教室事業の実施 

・ボランティア日本語教室の支援 ・日本語ボランティア支援事業 

外国人の意見聴取、 

日本人に対する啓発 

・日本語スピーチコンテストの実施  ・異文化理解サロンの実施 

・新規採用職員研修への参加 

医療、福祉等に 

関する支援 

・翻訳アプリを使っての診療の実施  ・乳児家庭全戸訪問事業の実施 

・外国人高齢者等福祉手当の交付 
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第３章  基本理念と基本方針 

 １ 基本理念 

「多文化共生」という考え方の基本は、日本人住民も外国人住民も、ともに地域社会を支え

る主体であるという認識が重要です。 

川口に住むすべての人に夢とチャンスを とりわけ子ども達に優しいまちづくり 

 ２ 基本方針 

川口市自治基本条例において実現されるべき自治は、「市政の主権者である市民が、市民とし

て幸せに暮らせる地域社会を築くこと」とされています。幸せに暮らせる地域社会の実現の一

環として、多文化共生があり、外国人住民も自ら地域社会に参加できるように支援を行います。 

・人権の尊重    誰に対しても平等に受け入れる 

    ・地域社会の活性化   あなたも地域参加者のひとりに 

・外国人住民も自ら参加できる地域社会をつくる 
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第４章 多文化共生推進施策の基本視点と施策展開

第４次川口市総合計画

国際理解教育の推進 

国際交流の促進 

共に生きる 

仕組みづくり 

国際化の推進施策 

施策展開（３０の施策） 

(１) 地域における情報の多言語化 

ア 多様な言語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供 

イ NPO等との連携による多言語情報の提供 

(２) 日本語および日本社会に関する学習支援または教育支援 

ア 地域生活開始時におけるオリエンテーションの実施 

イ 外国人の子どものための日本語教育 

ウ 学校入学時の就学案内や就学援助制度の多様な言語による 

情報提供 

エ 地域ぐるみの取り組み 

オ 不就学の子どもへの対応 

カ 進路指導および就職支援 

キ 多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

ク 幼児教育制度の周知および多文化対応

(１) 川口社会に対する意識啓発 

ア 地域住民等に対する多文化共生の啓発 

イ 多文化共生をテーマにした交流イベントの開催 

ウ ボランティア活動の支援 

エ 市職員等の意識改革

(１) 居住 

ア 情報提供による居住支援、入居差別の解消 

イ 町会、自治会等を中心とする取り組みの推進 

(２) 外国人総合相談窓口の開設 

ア 外国人住民の生活相談のための窓口の設置、専門家の養成 

イ 地域の外国人住民の相談員等としての活用 

(３) 保健・医療・福祉 

ア 健康診断や健康相談の実施 

イ 外国語対応可能な病院・薬局に関する情報提供 

ウ 多様な言語による表記および翻訳診療 

エ 広域的な医療通訳者派遣システムの構築 

オ 母子保健および保育における対応 

カ 子育て支援 

キ 高齢者・障害者への対応 

(４) 社会参画と防災 

ア 災害等への対応 

イ 外国人住民の町会・自治会への参加促進 

ウ 災害時の多言語マニュアル化 

エ キーパーソン・ネットワークの構築 

オ 外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入 

…施策実現のための、事業が行われています。

その他の施策については、今後の取り組みが求められます。
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平成２５年度 施策展開調査票 

本市においては、外国人が人口の約４％と県下で最も多く暮らす中、市民一人ひとりが国際社会

の一員との認識を持つとともに、外国人住民とのふれあいや交流を促進し、お互いの歴史・文化・

習慣の違いを理解しあい、共により豊かな市民生活を営むことができる多文化共生社会を推進しま

す。 

 推進すべき施策内容は、これまでの「既存事業」に加え、新たなものおよび展開して取り組むべ

きものを「新規事業および今後の取り組み」としています。 

１ 国際理解教育の推進 

（１）地域における情報の多言語化 

ア 多様な言語、多様なメディアによる行政・生活情報の提供 

【既存事業】 

事 業 名 多言語通翻訳 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
多言語による情報提供の充実のために、各機関からの通翻訳依頼は、国際交流員、外国

人相談員、国際通翻訳ボランティアを活用します。 

課題・改善策 
課 題：市の様々な生活情報を多言語で外国人住民へ提供します。 

改善策：多文化共生担当の事業の周知に努め、その利用を促します。 

評   価 Ｂ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 在住外国人サポートネットワーク 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
日本語ボランティアの普及や在住外国人の支援を行うことを目的とする団体が、情報交

換を行い、在住外国人の支援とともに共生を促進します。 

課題・改善策 会員同士の情報交換や在住外国人の支援について連携して取り組みます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

※各表の評価欄について 

多文化共生社会の実現に向けて、担当課において下記の基準で評価を実施。 

Ａ：成果がみられた 

  Ｂ：成果がみられたが、改善の余地がある。 

  Ｃ：廃止（Ｃの場合は、新規事業名もしくは廃止理由を記載）
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【既存事業】 

事 業 名 市営駐車場案内看板の整備 担当課 管財課 

内   容 
駐車場案内看板の整備を行い、外国人にも分かるように日本語の案内だけでなく、新た

に車やバイクのイラストを案内看板に取り入れます。 

課題・改善策 駐車場案内看板にイラストを取り入れました。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 ホームページ自動翻訳サービス 担当課 情報政策課 

内   容 
外国人向けに川口市ホームページを４ヶ国語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語）

に自動で翻訳するサービスを提供します。 

課題・改善策 目的：外国人に多くの情報をリアルタイムで提供します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 外国語版家庭ごみの正しい出し方 担当課 廃棄物対策課 

内   容 

外国人向けに多言語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語）で、外国人

住民に家庭ごみの分別・排出方法の周知・徹底を図るため、「外国語版家庭ごみの正し

い出し方」のパンフレットを作成し、市窓口・各支所等で随時配布します。 

課題・改善策 
課 題：外国人の方にごみを正しく分別・排出してもらいます。 

改善策：日本人・外国人の方へパンフレットの周知を行うとともに、活用を促します。

評   価 Ｂ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 外国語版家庭ごみ収集日早見表 担当課 廃棄物対策課 

内   容 

外国人向けに多言語（英語、中国語、韓国語）で外国人住民に家庭ごみの収集日の周知・

徹底を図るため、「外国語版家庭ごみ収集日早見表」のパンフレットを作成し、市窓口・

各支所等で随時配布します。 

課題・改善策 
課 題：外国人の方にごみの収集日を正しく把握してもらいます。 

改善策：日本人・外国人の方へパンフレットの周知を行うとともに、活用を促します。

評   価 Ｂ  
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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【既存事業】 

事 業 名 外国語資料の収集および提供 担当課 中央図書館 

内   容 

英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・タガログ語を中心に外国語図書を収集、閲覧・

貸出サービスに供します。また、英語・中国語・韓国語の新聞や雑誌も少数だが収集、

閲覧に供します。貸出サービスは、日本での現住所を確認できる証明（在留カードなど）

があれば利用できます。また、上記の証明がない場合も、館内で閲覧することは可能で

す。 

課題・改善策 今後も、外国語資料の収集を積極的に行います。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 各種申込書の外国人利用者対応 担当課 中央図書館 

内   容 利用登録申込書は 英語を併記します。 

課題・改善策 その他にも、申込書において多言語表記の要望があれば、対応を検討します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 外国語版ホームページ 担当課 中央図書館 

内   容 

図書館ホームページに外国語のページを設け、外国語版利用案内を公開しています。 

蔵書検索システムについて、英語で利用できるページがあり、館内検索機では、英語の

ほか中国語、韓国語、ポルトガル語での検索が可能です。 

課題・改善策 
蔵書検索システムの英語版について、一部英語表記に対応していない部分があるので、

対応を検討します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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【既存事業】 

事 業 名 
カウンター標記や掲示物の外国人

利用者対応（中央図書館のみ） 
担当課 中央図書館 

内   容 

貸出カウンターや返却カウンターの標記、及び休館日案内は英語を併記。外国語資料コ

ーナーの掲示物は外国語版のものを作成し掲示します。また、コピーサービスやインタ

ーネット利用など、各サービスの利用手順については、外国語訳をカウンターに設置し

ます。 

課題・改善策 
その他のサービスについても、必要があれば、ローマ字や外国語での掲示等を作成しま

す。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 

川口市および埼玉県の外国人住民

向け広報誌を配布（中央図書館の

み） 

担当課 中央図書館 

内   容 
川口市の「Cupola」、埼玉県の「彩の仲間」を、外国語資料コーナー等に置き、配布し

ます。 

課題・改善策 配布すべき広報誌等があれば、コーナーに置くことを検討します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

イ ＮＰＯ等との連携による多言語情報の提供 

【既存事業】 

事 業 名 
多言語情報誌「きゅうぽら」の作

成・配布 
担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
外国人住民に対して主に川口市の情報をボランティア編集委員により多言語で作成し

各機関に配布することで、多文化共生の地域への理解、交流を促進します。 

課題・改善策 ボランティア編集委員の自主的な協力で発行し、多文化共生の周知に努めます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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（２）日本語および日本社会に関する学習支援または教育支援 

   ア 地域生活開始時におけるオリエンテーションの実施 

   イ 外国人の子どものための日本語教育 

【既存事業】 

事 業 名 ボランティア日本語教室 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
日本で生活している外国人住民が日本語学習の必要性を理解し、ボランティアと一緒に

日本語の勉強ができる学習機会の提供を促進します。 

課題・改善策 
外国人住民が日常生活に不便を感じず地域社会に参加できる環境を整えるため、市内で

１６の団体が活動を展開しています。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 日本語補充指導教室事業 担当課 指導課 

内   容 

該当児童生徒に、基本的な日本語能力を身に付けさせ、学校生活への不安を取り除くと

ともに該当児童生徒の日本語への関心を高め、簡単な日本語でのコミュニケーションが

とれるまでにしていきます。 

課題・改善策 
多様な母語・国籍、入級児童生徒の通級方法や距離の問題、入級時期の予測が立ちにく

いことなど個々の課題への対応が必要です。 

評   価 Ｂ
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

  ウ 学校入学時の就学案内や就学援助制度の多様な言語による情報提供 

【既存事業】 

事 業 名 
日本語を母語としない子どもと保

護者のための高校進学相談会 
担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

進学を希望していながら、入試制度の知識不足や言葉の壁のために進学をあきらめてい

る外国籍生徒やその保護者に対して、入試や学校生活・学費などの進学に関する基本的

な情報提供をします。 

課題・改善策 
埼玉県国際交流協会、埼玉県国際課、川口市教育委員会からの後援許可をいただきなが

ら、外国人が暮らしやすい教育環境づくりを目指します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 



- 21 - 

【既存事業】 

事 業 名 
川口市外国人幼児・児童生徒保護

者に対する補助金 
担当課 教育総務課 

内   容 
外国人幼稚園に在籍する幼児の保護者、又は外国人学校に在籍する児童生徒の保護者に

補助金を交付します。 

課題・改善策 
幼児・児童生徒の保護者の経済的負担の軽減と幼児等の教育の充実が図れるように、他

の補助事業との均衡を勘案し、適正な補助額を設定しています。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

  エ 地域ぐるみの取り組み 

   オ 不就学の子どもへの対応 

   カ 進路指導および就職支援 

【既存事業】（再掲） 

事 業 名 
日本語を母語としない子どもと保 

護者のための高校進学相談会 
担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

進学を希望していながら、入試制度の知識不足や言葉の壁のために進学をあきらめてい

る外国籍生徒やその保護者に対して、入試や学校生活・学費などの進学に関する基本的

な情報提供をします。 

課題・改善策 
埼玉県国際交流協会、埼玉県国際課、川口市教育委員会からの後援許可をいただきなが

ら、外国人が暮らしやすい教育環境づくりを目指します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

 キ 多文化共生の視点に立った国際理解教育の推進 

【既存事業】 

事 業 名 異文化理解サロン 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
外国人講師を招き、各国の生活習慣や教育などの身近な話題を取り上げ講話及び意見交

換を通じ、市民の異文化に対する理解を深める機会を提供します。 

課題・改善策 市民が多文化を理解できるように、内容の検討に努めます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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【既存事業】 

事 業 名 国際理解教育促進事業 担当課 指導課 

内   容 
民間企業のネイティブスピーカーを、市立小・中・高等学校に配置して、外国語活動・

国際理解教育の推進等を行います。 

課題・改善策 ＡＣＴの効果的な活用法を研究し、外国語活動の授業の充実を図る必要があります。 

評   価 Ｂ
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

 ク 幼児教育制度の周知および多文化対応 

２ 国際交流の促進 

（１）川口社会に対する意識啓発 

   ア 地域住民等に対する多文化共生の啓発 

【既存事業】 

事 業 名 ホームステイ受入先あっ旋事業 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
教育交流事業に基づき来日した学生及び日本語国際センターで学ぶ外国人日本語教師

がホームステイする際に、登録ホームステイボランティアに受入れのあっ旋をします。

課題・改善策 
市民レベルでできる国際交流の機会なので、その役割を周知し、ホストファミリーの登

録世帯数の確保に努めます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 中学生海外派遣事業 担当課 指導課 

内   容 
オーストラリア・シドニーへ中学２年生を派遣し、ホームステイをしながら現地校での

授業参加と野外活動を通して交流を深める。派遣期間は夏季休暇中１０日間。 

課題・改善策 派遣後の校内における活躍や英語学習への意欲的な取り組みが報告されている。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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【既存事業】 

事 業 名 高校生海外派遣事業 担当課 指導課 

内   容 

市立高等学校に通学している又は川口市内在住の高校１・２年生をカナダ・バンクーバ

ーに派遣し、ホームステイをしながら、現地校での英語による授業や、野外活動に参加

することを通して交流を深め、英語力向上を図る。 

課題・改善策 派遣後の校内における活躍や英語学習への意欲的な取り組みが報告されている。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

   イ 多文化共生をテーマにした交流イベントの開催 

【既存事業】 

事 業 名 川口市日本語スピーチコンテスト 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 
外国人が日本語で意見を発表することにより、市民の国際理解や多文化共生意識を深め

ることを目的に、外国人と日本人が実行委員会を組織し開催します。 

課題・改善策 実行委員会形式で事業を積極的に展開しています。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

 ウ ボランティア活動の支援 

【既存事業】 

事 業 名 日本語ボランティア支援事業 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

日本語ボランティア教室で活動を始めたい方に「日本語ボランティア入門講座」、外国

人住民に対する日本語支援のありかたについて「日本語ボランティアレベルアップ講

座」を開催します。 

課題・改善策 
外国人住民の日本語習得及び安心して暮らすことのできる社会の形成のためにも、ボラ

ンティアの育成と確保に努めます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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エ 市職員等の意識改革 

【既存事業】 

事 業 名 新規採用職員研修 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

職員課の研修項目「川口市の国際化」で、「多文化共生の推進について」という内容で、

外国人住民に対する支援・啓発、日本人住民に対する啓発などの取り組みの重要性につ

いて教示します。 

課題・改善策 職員の多文化共生の認識のためにも継続事業として努めていきます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

３ 共に生きる仕組みづくり 

 （１）居住 

   ア 情報提供による居住支援、入居差別の解消 

   イ 町会、自治会等を中心とする取り組みの推進 

（２）外国人総合相談窓口の開設 

ア 外国人住民の生活相談のための窓口の設置、専門家の養成 

【既存事業】 

事 業 名 外国人市民相談 担当課 市民相談室 

内   容 

婚姻、離婚、帰化申請、在留許可、出入国などの問題をもつ外国人に対し、埼玉県行政

書士会川口支部が実施しています。（日本語による相談）毎月第１・３水曜日の午後１

時半より１人３０分で５名まで受け付けています。 

課題・改善策 相談者件数の推移によるが現状維持に努めます。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

【既存事業】 

事 業 名 外国人生活相談窓口 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

国際情報コーナーを設置し、英語、中国語、韓国語、タガログ語での市の情報提供、簡

易な生活相談、日本語教室の案内などを行います。 

受付日時：毎週火～土曜日午前１０～午後５時  受付方法：電話、来所 

国際交流員と外国人相談員の配置 

課題・改善策 
母国語で行う相談は、相談に来た外国人にとって精神的に安定をもたらし、外国人住民

が安心して暮らすことのできる社会の形成を推進します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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イ 地域の外国人住民の相談員等としての活用 

【既存事業】（再掲） 

事 業 名 外国人生活相談窓口 担当課 かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

国際情報コーナーを設置し、英語、中国語、韓国語、タガログ語での市の情報提供、簡

易な生活相談、日本語教室の案内などを行います。 

受付日時：毎週火～土曜日午前１０～午後５時  受付方法：電話、来所 

国際交流員と外国人相談員の配置 

課題・改善策 
母国語で行う相談は、相談で来た外国人にとって精神的に安定をもたらし、外国人住民

が安心して暮らすことのできる社会の形成を推進します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

（３）保健・医療・福祉 

   ア 健康診断や健康相談の実施 

イ 外国語対応可能な病院・薬局に関する情報提供 

   ウ 多様な言語による表記および翻訳診療 

エ 広域的な医療通訳者派遣システムの構築  

オ 母子保健および保育における対応 

カ 子育て支援

【新規事業】 

事 業 名 
乳児家庭全戸訪問事業 

（中国語対話集の作成） 
担当課 子育て相談課 

内   容 

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関

する情報提供を行うとともに、家庭と地域社会をつなぐ最初の機会を提供することを目

的とする事業で、対話集の作成により外国人住民世帯を訪問した際の円滑な交流を促進

します。 

課題・改善策 
適切な訪問を実施することにより、外国人住民世帯でも安心して子育てのできる社会形

成を推進します。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 
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キ 高齢者・障害者への対応 

【既存事業】 

事 業 名 外国人高齢者等福祉手当 担当課 長寿支援課 

内   容 

年金受給資格のない在日外国人高齢者及び在日外国人障害者の福祉の増進を図ること

を目的として、川口市の住民基本台帳に記載されており、引き続き１年以上居住してい

て、かつ法務大臣の永住許可及び特別永住許可を受けている大正１５年４月１日以前に

出生した方、又は昭和５７年１月１日で満２０歳以上で重度の障害手帳の交付を受けて

いる方に対し月額５，０００円を支給します。 

課題・改善策 外国人の高齢者及び障害者への福祉の増進を図ります。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

（４）社会参画と防災 

   ア 災害等への対応 

【既存事業】 

事 業 名 外国人対象の防災訓練講習会 担当課 
防災課 

かわぐち市民パートナーステーション 

内   容 

地震等についての知識や災害時の適切な対応を理解するための基礎的な訓練を防災

課・消防署・警察署・川口市社会福祉協議会・ＮＰＯ法人川口市民防災ボランティアネ

ットワークと一緒に指導します。 

課題・改善策 
外国人が地震や災害についての知識を身につけることで、落ち着いて行動でき被害を最

小限におさえられるように外国人支援体制の拡充を図ります。 

評   価 Ａ 
Ｃの場合（新規事業名か廃止理由） 

イ 外国人住民の町会・自治会への参加促進 

   ウ 災害時の多言語マニュアル化 

   エ キーパーソン・ネットワークの構築 

   オ 外国人住民の意見を地域の施策に反映させる仕組みの導入 
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第５章  計画を進めるにあたって 

 １ 市民、市民団体、関係機関および市の連携 

 外国人住民を取り巻く問題は生活の幅広い分野にまたがっており、地域全体の課題として、

県や市町村、県国際交流協会、ＮＰＯ、ＮＧＯ、企業、町会・自治会などが適切な役割分担の

もとに取り組む必要があります。 

２ 計画推進の視点 

すべての人が安心して幸せに暮らすことができるように、国籍や民族の異なる人々が互いの

文化的違いを認め合い、男女の人権が尊重され、日本人住民と外国人住民が共生し地域のコミ

ュニティに自ら参加していくことが必要です。 

今後も外国人の永住化、定住化が進み、外国人住民数は全体として増加するものと考えられ

る中、外国人住民も社会を構成する一員であり、その才能を発揮し社会を支えていく存在であ

るとの視点に立つことが重要となります。 



資 料 編 
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資料 1   多文化共生社会のためのアンケート

１・調査の概要 

調査目的 
川口市に住む外国人の現状や、行政が提供している情報・サービスの認知度および活用状

況を把握し、多文化共生のまちづくりを推進するためにアンケートを実施した。 

調査対象 市内在住の外国籍を有する市民 

設問方法 

調査票は、やさしい日本語（ルビつき）、中国語（簡体字・繁体字）、英語、韓国語、タガ

ログ語、スペイン語、ポルトガル語で作成し、回答は選択式および一部自由記述式とした。 

調査対象者が回答可能な言語の調査票で回答してもらった。 

調査方法 

市役所本庁舎市民課窓口および国民健康保険課窓口、川口駅前行政センター窓口、芝園公

民館での多文化共生担当職員（外国人相談員含む）による立会い調査（直接配布・回収）

と、保育所（公設公営保育所30ヶ所）、市内のボランティア日本語教室や在住外国人支援

団体など（18ヶ所）を通じて配布・回収。 

調査期間 平成 25年６月15日～8月 10日 （9月 30日をもって最終的に回収締め切り） 

回収状況 

配  布  数  1,100部 

回 収 部 数    825部 

有効回答数    812部（有効回収率73.8％） 
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２．調査項目 

調査項目 質問内容 

１ 基本属性 問 １．国籍 

問 ２．性別 

問 ３．年齢 

問 ４．在留資格 

問 ５．日本での生活年数 

問 ６．川口市での生活年数 

問 ７．家の種類 

問 ８．川口市に住む理由 

問 ９．川口市に今後住む予定 

問 10．生活での悩み 

２ ことば 問 11．生活言語 

問 12．日本語理解 

ア聞く イ話す ウ読む エ書く オ読める文字 

問 13．日本語の学習法 

問 14．日本語の通訳・翻訳 

３ 仕事 問 15．仕事の有無 

A-1仕事探し A-2仕事の立場 A-3仕事の種類 

A-4仕事での悩み 

４ 情報 問 16．生活情報の入手先 

問 17．川口市からの情報の入手先 

問 18．川口市への要望 

問 19．外国人相談窓口の利用の有無 

B-1 外国人相談窓口を利用しない理由 

５ 医療と保険 問 20．病気になったときの悩み 

問 21．健康保険の加入の有無 

C-1健康保険に入っていない理由 

６ 交流 問 22．日本人との交流 

問 23．日本人との仲間意識 

７ 教育と子育て 問 24．日本にいる１８歳以下の子どもの有無 

D-1保育園などの入所 D-2子育ての悩み  

E-1 学校での悩み   E-2学校の種類 

E-3小学生以上の子どもへの教育悩み 

８ 川口市への感想 問 25．自由回答 



- 32 - 

３．調査結果 

※《「その他」回答欄の主な記述》については、回答していただいたそのままの内容を掲載しています。 

【１ あなたのことについて】 

Ｑ１ あなたの国籍を教えてください。（○は１つだけ） 

図表１ 国籍 全体（ｎ＝812） 

66.5 7.9 6.4 6.3

2.8

2.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中国 フィリピン 韓国または朝鮮 トルコ 台湾 ベトナム その他

・回答者の国籍は「中国」が 66.5％と最も多く、次いで「フィリピン」が 7.9％、「韓国または

朝鮮」が6.4％、「トルコ」が6.3％などとなっています。 

Ｑ２ あなたの性別は次のどれですか。（○は１つだけ） 

図表２ 性別 全体（ｎ＝812） 

・回答者の性別は「女性」が60.3％、「男性」が39.2％となっています。 

Ｑ３ あなたの年齢はいくつですか。（○は１つだけ） 

図表３ 年齢全体（ｎ＝812） 

39.9 31.4 17.9 6.7

2.2 1.2

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30～39才 20～29才 40～49才 50～59才 19才以下 60才以上 無回答

・回答者の年齢は「30～39才」が39.9％、「20～29才」が31.4％、「40～49才」が17.9％、

「50～59才」が6.7％、19才以下が2.2％、60才以上は1.2％となっています。 

60.3 39.2 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性 男性 無回答
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Ｑ４ あなたの在留資格はどれですか。（○は１つだけ） 

図表４ 在留資格 全体（ｎ＝812） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

教育

特別永住者

研修

短期滞在

永住者の配偶者等

定住者

人文知識・国際業務

日本人の配偶者等

留学

技術

家族滞在

永住者

0.6

8.4

0.2

0.5

0.7

1.0

3.2

6.4

7.3

8.7

10.3

12.7

13.1

26.9

・回答者の在留資格は「永住者」が 26.９％と最も多く、次いで「家族滞在者」が 13.1％、「技

術」が12.7％などとなっています。 

Ｑ５ あなたは、日本にいつごろから住んでいますか。（○は１つだけ） 

図表5 日本に住み始めた年 全体（ｎ＝812） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

2013年から

2012年から

2010～2011年

2008～2009年

2003～2007年

2002年より前

0.7

6.7

8.5

11.2

14.0

27.2

31.7

・回答は「2002年より前」が31.7％と最も多く、次いで「2003～2007年」が27.2％など

となっています。 
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Ｑ６ あなたは、川口市にいつごろから住んでいますか。（○は１つだけ） 

図表６ 川口市に住み始めた年 全体（ｎ＝812） 

・回答は「2010～2011 年」が 19.6％、「2003～2007 年」が 19.1％、2012 年からが

16.1％などとなっています。 

Ｑ７ あなたは、どのような家に住んでいますか。（○は１つだけ） 

図表７ 家の種類 全体（ｎ＝８１２） 

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

寮・社宅

公営の共同住宅

持ち家（マンション・一戸建て）

民間の共同住宅

1.8

4.6

5.4

22.8

26.7

38.7

・回答は「民間の共同住宅」が38.7％と最も多く、次いで「持ち家（マンション・一戸建て）」

が26.7％、「公営の共同住宅」が22.8％、「寮・社宅」が5.4％、その他が4.6％となってい

ます。 
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Ｑ８ あなたが、川口市に住む理由は何ですか。（○はいくつでも） 

図表８ 川口市に住む理由 全体（ｎ＝812） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

日本人の知人が住んでいる

知人・友人から紹介された

職場や学校に近い

同じ国の知人が住んでいる

交通が便利

1.4

14.4

6.5

20.1

25.0

25.7

25.9

・川口市に住む理由は「交通が便利」が25.9％と最も多く、次いで「同じ国の知人が住んでいる」

が25.7％、「職場や学校に近い」が25.0％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・家賃が安いから            ・家族、親族がいるから（２件） 

・家族の職場や学校に近いから      ・ボランティア日本語教室が多い 

・寮があるから             ・夫の家 

・住みやすいから            ・保育園が近いから 

・住んでいる友人の評判がよい                   など 

Ｑ９ 今後、川口市にどのくらい住む予定ですか。（○は１つだけ） 

図表9 川口市に今後住む予定 全体（ｎ＝812） 

・「今後とも川口市に住み続けるつもり」の回答者が 44.8％と最も多く、次いで「わからない」

が29.1％などとなっています。 
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Ｑ１０ あなたが、普段の生活で困っていることや不安なことは何ですか。（○はいくつでも） 

図表10 生活での悩み 全体（ｎ＝812） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

交通（バス・電車など）が不便

出産・子育て

会社での仕事や人間関係

近所の人との付き合い

どこに相談に行けばよいか分からない

住まいのこと

急に病気になった時の対応

仕事さがし

特にない

災害（地震など）が起きた時の対応

日本語

子どもの学校・教育

税金や保険料の支払い

2.5

2.3

4.8

7.5

8.6

9.1

9.5

10.0

16.4

17.5

17.7

20.4

22.7

24.5

27.3

・回答は、「税金や保険料の支払い」が 27.3％と最も多く、「子どもの学校・教育」が 24.5％、

「日本語」が22.7％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・ストレス               ・ビザのこと             

・外国の子供のために特別の保育園がない ・金のこと               

・子どものこと             ・治安問題が不安            

・日本の文化、伝統、日本人の考え方   ・日本語はもっと勉強をしたい、漢字を書きたい 

・日本人が書いた中国人を侮辱する落書き  ・病気のこと、手を怪我して仕事ができない 

・毎日の家事や仕事の後は子どもの面倒も見ないといけない  

・郵便局、銀行                     

・中国にいる両親が病気になって、さびしい時      など 
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【２ ことばについて】 

Ｑ１１ あなたが、普段の生活で、よく使うことばはどれですか。（○はいくつでも） 

図表11 生活言語 全体（ｎ＝812） 

1.0

8.4

0.4

0.9

5.3

10.6

13.4

60.7

76.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

無回答

その他

ポルトガル語

スペイン語

タガログ語

英語

韓国語

中国語

日本語

・回答は「日本語」が 76.6％と最も多く、次いで「中国語」が 60.7％、「韓国語」が 13.４％、

英語が10.6％などとなっています。 

Ｑ１２ あなたは、日本語がどれくらいわかりますか。（ア～エの項目は○１つだけ、オの項目は○

いくつでも） 

ア） 聞く  図表１２－１ 日本語を聞く

45.0

56.9

33.3

27.2

6.8

7.3

14.9

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非漢字圏（ｎ＝249）

全体（ｎ＝812）

聞きとれる ゆっくりなら聞きとれる ほとんどわかならない 無回答

・日本語の聞き取りについて尋ねたところ、全体の56.9％が聞きとれるのに対し、非漢字圏は

45％となっています。 
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イ）話す  図表１２－２ 日本語を話す

43.4

53.9

35.3

32.0

5.2

5.7

16.1

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非漢字圏（ｎ＝249）

全体（ｎ＝812）

話せる すこしなら話せる ほとんど話せない 無回答

・「話す」ことについて尋ねたところ、全体の53.9％が「話せる」に対し、非漢字圏は43.4％と

なっています。 

ウ）読む  図表１２－３ 日本語を読む 

24.8

45.9

40.6

29.6

14.1

11.1

20.5

13.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非漢字圏（ｎ＝249）

全体（ｎ＝812）

読める かんたんな文章なら読める ほとんど読めない 無回答

・「読む」ことについて尋ねたところ、全体の45.9％が「読める」に対し、非漢字圏は24.８％

となっています。 

エ）書く  図表１２－４ 日本語を書く

18.0

35.7

40.6

32.4

18.1

16.9

23.3

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非漢字圏（ｎ＝249）

全体（ｎ＝812）

書ける かんたんな文章なら書ける ほとんど書けない 無回答

・「書く」ことについて尋ねたところ、全体の35.7％に対し、非漢字圏は18.０％となっていま

す。
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オ）読める文字  図表１２－５ 日本語を読める文字

30.5

61.6

61.4

77.2

57.4

73.2

27.7

16.6

非漢字圏（ｎ＝249）

全体（ｎ＝812）

漢字 ひらがな カタカナ 無回答

・「読める文字」について尋ねたところ、「漢字」は全体の 61.６％が「読める」に対し、非漢字

圏は 30.5％となっています。「ひらがな」は全体の 77.2％が「読める」に対し、非漢字圏は

61.4％となっています。「カタカナ」は全体の73.2％が「読める」に対し、非漢字圏が57.4％

となっています。 

・全体的に非漢字圏の方の日本語力が漢字圏より低くなっていることがわかります。 

Ｑ１３ 現在及び今後の日本語の学び方についてお聞きします。（○はいくつでも） 

図表13 日本語の学び方 全体（ｎ＝812） 

・回答は「独学」が48.6％と最も多く、次いで「日本語教室に通う」が33.9％、「日本人の知人・

友人等に教えてもらう」が22.5％などとなっています。 
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Ｑ１４ あなたは、誰かに日本語の通訳・翻訳を頼むことがありますか。（○はいつくでも） 

図表14 日本語の通訳・翻訳 全体（ｎ＝812） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

ＮＰＯやボランティア団体

通訳・翻訳を頼める人がいない

会社の人

通訳・翻訳を頼む必要がない

家族

友人

2.2

4.3

3.6

5.7

12.7

26.4

27.5

40.8

・回答は、「友人に頼む」が 40.8％と最も多く、次いで「家族」が 27.5％、「通訳・翻訳を頼む

必要がない」が26.4％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・ボランティア日本語教室の方や公益財団法人の通訳・翻訳を頼むことがある 

・辞書 

・オンライン翻訳ソフト 

・スマートフォン翻訳アプリ   など 

【３ あなたの仕事について】 

Ｑ１５ あなたは、現在働いていますか。（○は１つだけ） 

図表15 仕事の有無 全体（ｎ＝812） 

72.0 26.5

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい いいえ 無回答

・「はい」と答えた人が72％、「いいえ」と答えた人が26.5％、「未回答」が1.5％となっていま

す。 
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Ａ－１ 今の仕事をどうやって見つけましたか。（○は１つだけ） 

図表１５－１－１ 仕事探し 全体（n＝585） 

・回答は、「知人・友人の紹介」が47.３％と最も多く、次いで「その他」が15.７％、「新聞・フ

リーペーパーの募集記事」が11.８％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・新卒の就職活動    ・インターネット求人 

Ａ－２ あなたは、どのような立場で働いていますか。（○は１つだけ） 

図表１５－１－２ 仕事の立場 全体（n＝585） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

研修生

自営業主

派遣社員

正規従業員（正式な社員、職員）

アルバイト（臨時の職員、パートタイマーも含む）

1.4

1.7

1.0

8.0

8.5

38.8

40.6

・回答は、「アルバイト」が40.６％、「正規従業員」が38.８％と、ほぼ同じ数字となっています。

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・契約社員 
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Ａ－３ あなたの職業の種類は何ですか。（○は１つだけ） 

図表１５－１－３ 仕事の種類 全体（n＝585） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

芸能人（エンターティナー）

教員（語学教師も含む）

清掃・建設・土木作業員

工員

自営業・事業主

事務職

店員・ウェイター・ウェイトレス

専門・技術織

2.1

5.6

0.2

1.9

7.7

8.0

9.4

11.5

24.3

29.3

・職業の種類について尋ねたところ、「専門・技術職」が29.３％と最も多く、次いで「店員・ウ

ェイター・ウェイトレス」が24.3％、「事務職」が11.5％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・サービス業    ・販売従事者 

Ａ－４ 仕事での不満や困ったことはありますか。（○はいくつでも） 

図表１５－１－４仕事での悩み 全体（n＝585） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

数年で帰国しなければならない

職場の人間関係がうまくいかない

正社員になれない

困ったときに相談する所がない

残業が多い

賃金が安い

特にない

4.4

3.6

2.2

5.3

6.2

6.3

9.6

22.2

52.5

・仕事での不満や困ったことについて尋ねたところ、「特にない」が52.5％と最も多く、次いで

「賃金が安い」が22.2％、「残業が多い」が9.6％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・パートの方は勤務時間が短い      ・円安で、実質に収入が減っている 

・職場でけがをした時の労災問題      

・転職したくてもなかなか決まらないので、困っています 

・営業職なので業績が上がらない      など 
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【４ 情報について】 

Ｑ１６ あなたは、生活に必要な情報をどのようにして知りますか。（○はいくつでも） 

図表16 生活情報の入手先 全体（n＝812） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

知る方法がない

大使館・領事館

教会・お寺

ＮＰＯやボランティア団体

市役所などの窓口・広報誌

会社・学校

家族

母語の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ

日本人の友人・知人

同じ母語の友人・知人

インターネット

日本の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ

5.5

0.6

1.4

1.6

3.0

3.8

8.5

11.6

18.3

21.6

24.4

28.1

51.1

59.7

・回答は、「日本の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」が 59.7％と最も多く、次いで「インターネッ

ト」が51.1％、「同じ母語の友人・知人」が28.1％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・行政書士に聞く 
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Ｑ１７ あなたは、川口市の情報をどのようにして知りますか。（○はいくつでも） 

図表17 川口市からの情報の入手先 全体（n＝812） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

その他

ボランティアグループ

自分がいる職場、学校

きゅうぽら（多言語情報誌）

日本語の新聞、雑誌

市のホームページ

知る方法がない

日本語のテレビ・ラジオ

市の窓口

広報かわぐち

インターネット

友人・知人

4.4

2.3

2.6

5.0

5.4

6.3

10.3

11.5

13.2

16.9

22.0

24.3 35.0

・回答は、「友人・知人」が 35％と最も多く、次いで「インターネット」が24.3％、「広報かわ

ぐち」が22％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・家族に聞く 

Ｑ１８ あなたが、川口市にもっとしてほしいことはどれですか。（○はいくつでも） 

図表18川口市の要望 全体（n＝812） 

・回答は、「外国人相談の充実」が28.6％、「日本語学習の機会を充実する」が28％、「日本人と

の交流やイベントを実施する」が 27.２％と、ほぼ同じ程度の要望がありました。次いで「窓

口の多言語対応化」が23.8％などとなっています。 
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≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・ホームステイや国際交流を増やしてほしい 

・英会話教室を運営してほしい 

・外国人でも受け入れてもらえるように企業側に働きかけてほしい 

・日本文化礼儀などを紹介してほしい 

・案内や行政の文書を外国語に訳してほしい 

・認可保育所を増やすこと 

・池袋まで直通の電車がほしい 

・燃えるゴミ回収日を増やしてほしい、特に夏場が困る。 

・西川口駅前の放置自転車の整理と客引きをなんとかしてほしい 

・外国人の差別をなくして、偏見を持たずに交流できることを望む    など 

Ｑ１９ 外国人相談窓口を利用したことがありますか。（○は１つだけ） 

図表19 外国人相談窓口利用の有無  全体（n＝812） 

13.8 81.9 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

・「ある」が13.8％、「ない」が81.9％、「無回答」が4.3％となっています。 

Ｂ-１ 利用したことがない方は理由を教えてください。（○は１つだけ） 

図表19-1 外国人相談窓口を利用しない理由 全体（ｎ＝665） 

31.9 48.7 6.5

2.9

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談する必要がなかった 知らなかった 不便 その他 無回答

・利用したことがない方に理由を尋ねたところ、「知らなかった」が48.７％と最も多く、次いで

「相談する必要がなかった」が31.9％、「不便」が6.5％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・子どもがいるので行く時間がない 

・相談窓口が対応できる言語（日本語、英語など）が話せないから 

・家族を頼っている 

・通常の窓口で問題解決ができた 

・忙しくて暇がない       など 
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【５ 医療と保険について】 

Ｑ２０ あなたや、あなたの家族が病気になったとき、困ったことがありますか。（○はいくつでも） 

図表20 病気になったときの悩み 全体（ｎ＝81２） 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

その他

医者や病院の人の説明がわからなかった

治療費が高い

どの病院に行けばよいかわからなかった

どのように具合が悪いかを病院の人にうまく伝えられなかった

特に困ったことはない

6.8

4.2

19.1

19.6

23.4

25.1
35.7

・回答は、「特に困ったことはない」と答えた人が35.7％、次いで「どのように具合が悪いかを 

病院の人に伝えられなかった」が25.1％、「医者や病院の説明が分からなかった」が23.4％な 

どとなっています。 

≪「その他」の回答欄の主な記述≫ 

・総合病院だと紹介状がないと受け入れてくれない、面倒。 

・夜間診療できる病院が遠いし、診療科目も少ないので不便。 

・どのように適切な病院で検診受けられるのか分からない、病院の見極め方法を知りたい。 

Ｑ２１ あなたは、現在どんな健康保険（市役所で入る保険と働いている会社や団体で入る保険）

に入っていますか。（○は１つだけ） 

図表21 健康保険の加入の有無 全体（n＝812） 

・回答は、「市役所で入った国民健康保険」が51.4％と最も多く、次いで「いま働いている会社

や団体で入っている健康保険」が31％、「どれにも入っていない」が10.3％などとなっていま

す。 



- 47 - 

Ｃ-１ なぜ、保険に入っていないのですか。（○は１つだけ） 

図表21-1 健康保険に入ってない理由 全体（ｎ＝84） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

旅行傷害保険など保険会社の保険に入っているから

どのようにして保険に入ったらよいかわからないから

保険料が高いから

6.0

45.2

7.1

15.5

26.2

・回答は、その他が45.2％と最も多く、次いで「保険料が高いから」が26.2％、「どのようにし

て保険に入ったらよいかわからないから」が15.5％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・加入したくないから 

・生活保護を受給している     

・母子家庭だから 

【６ 近所の人や職場の人との交流について】 

Ｑ２２ あなたは、日本人（近所の人や職場の人）とどのようにつきあっていますか。 

（○はいくつでも） 

図表22 日本人との交流 全体（n＝812） 

・回答は、「あいさつをする程度」が51.5％と最も多く、次いで「一緒に食事をしたり、出かけ

たりする」が26.5％、「保育園・幼稚園・学校のPTA・保護者会などの行事」が21.4％など

となっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・ボランティア日本語教室のみ 

・職場で仕事に関係する人のみの交流    など 
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Ｑ２３ あなたは、自分の住んでいる所や職場で「日本人の仲間に入れてもらえない」と感じるこ

とがありますか。（○は１つだけ） 

図表23 日本人との仲間意識 全体（ｎ＝８１２） 

44.3 40.8 8.9 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

たまにある ない たくさんある 無回答

・回答は、「たまにある」が44.3％と最も多く、次いで「ない」が40.8％、「たくさんある」が

8.9％、「未回答」が6％となっています。 

【７ 教育と子どもを育てることについて】 

Ｑ２４ あなたは、日本に１８歳以下の子どもがいますか。（○はいくつでも） 

図表24 日本にいる18歳以下の子どもの有無 全体（n＝812） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

１６歳から１８歳の子どもがいる

６歳から１５歳の子どもがいる

０歳から５歳の子どもがいる

いない

6.5

5.8

19.8

35.0

41.6

・回答は、「いない」が41.6％と最も多く、次いで「0歳から5歳の子どもがいる」が35％、「6

歳から15歳の子どもがいる」が19.8％などとなっています。 

Ｄ-1 ０歳から 5歳の子どもがいる～あなたの子どもは保育園などに通っていますか。 

（○はいくつでも） 

図表24-1 保育園などへの入所 全体（ｎ＝284） 

・回答は、「保育園に通っている」が 63.7％と最も多く、次いで「家で育児」が 24.3％、「幼稚

園に通っている」が11.3％などとなっています。 
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Ｄ-２ 子育てで困っていることはありませんか。（○はいくつでも） 

図表24-2 子育てでの悩み 全体（ｎ＝284） 

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

妊娠や出産などの手続き

子育てをしている親同士の交流ができない

相談する相手がいない

検診や予防接種

出産や育児にかかる費用が高い

仕事中に子どもを預かってくれるところがない

特にない

4.2

9.9

3.9

10.6

10.9

13.4

16.9

27.5

35.2

・回答は、「特にない」が 35.2％と最も多く、次いで「仕事中に子どもを預かってくれるところ

がない」が27.5％、「出産や育児にかかる費用が高い」が16.9％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・子どもが日本語を理解していないのではないか不安がある。 

・ひとりで子どもの面倒をみるのが大変。 

・家事の手伝いが出来ない、すぐにやらない。 

・教育・日本語がまだわからない。差別やいじめ 

・子どもが病気になった時、家族から文句を言われること。 

・子どもが病気の場合、仕事で休みを取ることが難しい。 

・子どもが保育園に入れない。子どもの学校、下の子の病気、1人で3人見るのは大変。 

・子どもの就学、日本語教育問題が心配。 

・子どもとのコミュケーション。妊娠時検査の待ち時間が長い、約３～４時間を掛ります。 

・保育園、幼稚園から親へ連絡がくるが、日本語なのでよくわからない。 

・保育園の保育時間が短い。保育所が遠い。 

・自分の日本語レベルが低いから、日本人のママ達と交流することを恐れている。 

・子どもと一緒にいる時間が少ない。                    など 
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Ｅ-１ 学校で、困っていることはありませんか。（○はいくつでも） 

図表24-3 学校での悩み 全体（ｎ＝208） 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

友達ができない

子どもが外国人であるため、学校でいじめられ、差別される

日本語ができないので、勉強していることがわからない

日本の学校や教育の制度がわからない

学校から親へ連絡がくるが、日本語なので、よくわからない

特に困ったことはない

3.8

6.3

8.7

11.5

22.1

22.6

28.4

46.2

・回答は、「特に困ったことがない」が46.2％と最も多く、次いで「学校から親へ連絡がくるが、

日本語なので、よくわからない」が28.4％、「日本の学校や教育の制度が分からない」が22.6％

などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・もし日本式教育システムに追いつけなければインターナショナルスクールに入学する予定 

・子供のランドセルが重い、退屈、時間の無駄 

・年齢が上になってくると勉強を教えられないので心配 

Ｅ-２ あなたの子どもが通っている学校は、どれですか。（○はいくつでも） 

図表24-４ 学校の種類 全体（ｎ＝208） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

学校に通っていない

インターナショナルスクール

自分たちの国のことばで教育する学校

日本人が通う学校（公立・私立）

2.9

2.4

3.8

8.2

88.5

・回答は、「日本人が通う学校（公立・私立）」が88.5％と最も多く、次いで「自分たちの国のこ

とばで教育する学校」が8.2％、「インターナショナルスクール」が3.8％などとなっています。 
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Ｅ-３ 小学生以上の子どもの教育で不安を感じたことはありますか。（○はいくつでも） 

図表24-5 小学生以上の子どもの教育不安 全体（ｎ＝208） 

・回答は、「日本で進学」が 32.7％と最も多く、次いで「特にない」が 27.4％、「日本語学習」

が22.6％などとなっています。 

≪「その他」回答欄の主な記述≫ 

・子どもの教育について相談できる人がいない 

・子どもは現在日本語学校に通っている 

・大学進学のこと 

Ｑ２５ 川口市に住んでいて良かったこと、嬉しかったこと。あるいは、悲しかったことなど自由

に書いてください。 

＜市の窓口に関すること＞ 

・駅前の施設が充実している事。 

・駅前行政センターは土、日曜もやっているので、とてもよい。 

・外国人のための施設、外国語でできた情報誌がもっとほしい。 

・外国人相談サービスを充実してほしい。 

・格安住宅を市が提供してほしい。 

・公平ではない。 

・行政センターは土日も営業していますから、市民にとって大変便利です。 

・最寄り駅は蕨、住所は川口市、市役所まで少し不便です、蕨駅にも分室出張所を設置してほしい。 

・市の行政制度に満足しています。 

・市役所など主要な公共施設は中国語通訳を常駐してほしい。 

・市役所に中国語通訳がいてほしい。 

・市役所の職員がすごく優しい、川口は大好き。 

・市役所の窓口に中国語サービス提供してほしい、問題があれば説明できる。 

・市役所の対応は中国人に対して差別を感じる、手続きが不便。 

・市役所窓口の職員は中国人に対して冷たい、親切ではない。差別を受けた感じがします。 

・川口市に住んで６、７年になった。良いところで市役所の職員は優しかった。 

・日本に来て 12 年になりました。川口市に住んで唯一感じたことは市役所職員の対中国人の態度

です、ほかの市町村は日本人と同じな対応するが、川口市は中国人が多いからでしょう？改善し

てほしい。感謝！ 
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・日本に来てからずっと西川口に住んでいます、外国人が多いため、中国にいるような感覚です。

私自身は日本語が下手です。日常生活の中は悩みがあることはしばしばです。行政窓口に多言語

で対応できるサービスを提供してほしい。 

＜税・福祉・保険に関すること＞ 

・もっと良い保険がほしい。 

・安くて便利な時間制または一日子守りサービスがほしい。 

・家賃が安くて、同じ国の人が大勢住んでいるので、親しみを感じます。ただし、国民健康保険料

が他の市町村役場よりちょっと高めであるのが残念に思っています。 

・外国人が分かりやすい税金、健康保険などの説明資料を外国語で作成してほしい。 

・建築現場での仕事で左手ケガをしました。1年内3回手術したにも関わらず病状が悪化しました 

いつも通っている病院に 3 ヶ月通院していたが治らなかった。ほかの病院に紹介されたが、診も

しないで元の所に回されました。病院の紹介制度がよく理解できない。その後、その先生も治療

してくれない。病院でちゃんと説明が受けられなかった。日本人ではないから態度が違うみたい。 

・公立の保育園は１９時まで、仕事を１８時までで迎えに行くけど、１９時半に保育園に着くので、

もし公立保育園は１９時半まで延長できたら、有難いです。（川口市１９時半まで営業している保

育園少ない）子ども病気の時に、休みを取れない場合がある、子どもの面倒を見てくれる場所が

少ない。 

・国民健康保険年間45万円を払っています、すごく高いです。 

・国民健康保険料・市民税が高い。 

・今は産休中、子どもが生まれたら保育所に入れるか心配です。仕事を続けたいが、子どもをあず

かって貰える所がなければ、市外に引っ越す予定。 

・最初は日本に長くいるつもりがなかったので、国民健康保険に加入しなかった、いざ加入しよう

となると、来日の日から遡って支払わなければならないといわれてびっくりしました。保険税高

すぎます。今まで病院に行ったこともないし、以前の保険料を支払いたくない、どうか免除など

政策を検討してほしい。 

・産後ちょっとうつ病になって、保健所の職員が何回もうちにたずねてきていろいろアドバイスし

てくれたり、心配して電話もしてくれたり、してもらった事がすごく嬉しかったです！子どもの

保育園を何回も申請して、おりなかった事が当時悲しかったかな！ 

・子どもが保育園に入れなかったら、転居を考えていた。 

・子どもは私立の保育園に通っています、保育料が高すぎる、市から補助金はないの？公立保育所

は夜１９時まで、仕事場が遠いので、迎えに間に合わない。公立保育園は２０時まで延長できれ

ば、あるいは私立に対し、補助金があれば助かります。 

・子育てと子どもの健康に関する支援をやっている 

・子育て支援施設が少ない、差別やいじめがある。 

・児童手当の申請手続きが面倒、特に子どもが日本に滞在しない期間中。在住登録は一応してあり

ます。 

・次女が 6 ヶ月になったが近所に入る保育所がないです。公立保育所と保育室をたくさん設立して

ください。 

・小児科の病院夜間診療を増やしてほしい。 
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・生活、税金の削減を実行する。 

・税金、保険料が高くて負担になる。保育所が少ない。 

・税金が高い、仕方なく川口市に住んでいます、川口市近辺でマイホームを購入したい。 

・税金が高い、年金・保険など強制的に加入させられていることに不満、行政窓口の対応は他の市

町村より悪い。 

・税金が高い、用途を明確にしてほしい。 

・税金が高くて、保険料も高くて生活が大変だと感じます。 

・税金のことはよくわからない、外国人のために講座を開くことを勧めてほしい。 

・税金も前住んでいた北区より高いのに、子どもの医療保険は小学校までしかないところは悲しか

ったです。 

・税金を払いたいけど、仕事があまり不安定だから、払えない。 

・川口市だけではなく、日本全体税金と健康保険料が高いと思います。低所得者家庭に対しての優

遇政策をお願いします。 

・川口市の保育料が高すぎる、保育園へ入りにくい。 

・川口中央図書館が最高、大好きです。 

・日本に来て 2 年以上になりました。言葉ができないから、生活が閉鎖されているように感じる。

交流できないし、問題があっても日本語で説明できません。病院にいきましたが、結局病状が説

明できず、受診できなかった。できれば、病院側が中国語できる職員を駐在してほしい。 

・年金は高い。 

・病院の診療時間が決まっていて、休日になると不便を感じる。総合病院でないと診察できない病

気もある、不便。 

・不動産を購入したので、川口市に住むことになりました。ほかの市町村に比べて、税金、保険税

などやや高めのようだ。もっと安くすることはできないでしょうか？ 

・便利で良かった。しかし、保育園が少ない。仕事を探すのはむずかしい。 

・保育園が少ない。幼稚園の保育時間が短い。 

・保育園の申請が難しい、保育園と幼稚園の教育内容の違いが分からない、関連情報を知りたい。 

・保育所が少なくて、心配です。問合せした時に、待機児童が多くて、特に 0 歳児クラスは半年待

っても空きがありませんと言われました。 

・保険の加入手続きが分からない 

・保険の使い方が分からない（病院・整骨院など）税金のこと。 

・夜 8時から朝7時の間、子どもが熱を出て、病気になった時、病院は不便。 

＜教育・日本語教室に関すること＞ 

・２ヶ国語で教えている学校があれば… 

・もっと日本語を上手になりたい、日本の知識を学び、料理も学びたいです。 

・ボランティア日本語教室に参加してよかった、いろいろ国の方と交流ができました、このような

活動をもっと増やしてほしい。 

・以前川崎市に住んでおり、友人の紹介で中国人が多い芝園団地に引っ越してきて、やっと落ち着

きました。子どもの教育はニカ国語で行ったほうがよい。市役所が遠いので、近くにある蕨市民

会館の活動を参加している。親子体操、ABCKIDS など遊びながら学び活動を参加しています。

日本人は皆友好的です。 



- 54 - 

・外国人のためのボランティア活動がたくさんあるので、とても良かったです。日本語教室もたく

さんあって先生たちも優しくて、川口市で住んでいて良かったと思います。 

・外国人のための日本語教室をもっと増やしてほしい、外国人が分かりやすく、楽しく勉強できる

クラスを作って、経験豊かな講師から日本語を教えてほしい。 

・教育機関からの手紙は難しい。読みたいけど読めない。 

・近くにボランティア日本語教室があります、日本語の学習ができて、友達も作れる、最高。 

・近隣の人は皆いい人。ボランティア日本語教室に参加し、いろいろ勉強しました。ありがとう。 

・元郷南小学校は素晴らしい学校です。嬉しいです。 

・公立の英語学校がほしい。 

・子ともがいるので、幼稚園、学校、地域社会で日本人と自由に交流し、親しくしてもらって日本

人との違いを感じることはあまりない。 

・子どもの学費が高い、経済的に困っています。 

・子どもは 2 月に転入してきて、入学できるのに、ずっと待たせられていた。4 月になってやっと

入学できたが、不思議です。義務教育なのに… 

・子どもが来年小学校へ入学する予定、川口市立小学校にはエアコンがないと聞きましたが、夏に

はこの頃気温が高くなって、熱中症にかかるのが心配です。 

・私立学校、インターナショナルスクールが増えるとありがたいです。 

・実用日本語講座を開いてほしい、文化芸術交流会もあれば良い。 

・少しお金を払ってもいいが、子どもの学習や運動に関係ある活動を開催してほしい。 

・親として、たまにPTAに参加するが、彼らが話している日本語が理解できなくて、誰も私に説明

をしてくれない。 

・政府が英語の学校を作ってほしい、そうすれば外国人の子供は混乱しないし、日本人の子供にと

っても良いことと思います。 

・川口市から海外への（中学生・高校生）のホームステイが安く行けて、嬉しい。 

・川口市は外国人にもっと友好的になることと子どものために英語の中学校を開校してほしい。 

・日本語が知らなくて、子どもの学校行事に参加できなくて悲しい。 

・日本語の教育施設の多くが遠くて、「キュポ・ラ」ビル中で運営しているボランティア日本語教室

があってよかった。 

・日本語の勉強。 

・日本語を勉強したいが、学習の機会を提供してほしい。 

・日本語教室が多くて、日本語の勉強に役立っています。 

・日本語教室は多いけど、日中に参加できる教室が少ない。 

・日本語教室をもっと増やしてほしい。 

・無料の日本語学習と日本人交流の機会を提供してほしい。 

・要望としては無料日本語学習できる教室をもっと増やしてほしい。 

＜情報に関すること＞ 

・ゴミの分類はよく分からない、地域によって違う？教えてほしい。 

・外国人だから仕事を探すのは難しいです。外国人も働ける会社を増やすことを行政から企業に呼

び掛けてほしい。 
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・外国人には英語またはその国にあった外国語のアンケート調査が大変助かります。可能であれば 

すべての日本語表記の情報を外国語に訳してほしい。 

・外国人向けの就労情報は少ない、もっと情報提供してほしい。 

・仕事の情報を提供してほしい。 

・日本語が出来ない外国人にも仕事をやらせる会社があればいい。 

・子どもに優しい歯科病院を知りたい。 

・書類やその他の文書に日本語と英語の両方を明記してほしい、そうすれば私たちはどうやって記

入するか分かる。 

・情報公開してほしい。 

・専門学校の情報を知りたい、川口市に限らず、全国版があれば尚ありがたいです。 

・川口市に引っ越して間もないので、まだ分からないですが、ただ育児、新生児のことを知りたい。 

・総合病院もできれば多言語で対応してほしい。生活は楽しいですが、言葉ができないため、大変

不便を感じる。 

・地域の祭りなどが充実しているので、日本文化経験が出来てよかった。駅前に遅くまで役所業務

をやってくれる場所があるので便利。もう少しネットで出来ることを増やしてほしい（例：ネッ

ト申請な役所のことや民間のこと）また、それを皆に宣伝してほしい。 

・部屋を借りるときに、外国人不可の物件が多くて、差別を受けたように感じる。外国人でも入居

可能な物件を提供してほしい。 

・福利制度があまり分からない。 

＜多文化理解に関すること＞ 

・7年間川口に住んでいるが川口市の住民の方と交流が無い。 

・コミュニケーションの悪さを改善する。 

・外国人ですから、家を借りるとき大変。外国人に貸さない物件が多い、独身の方にしては家賃が

高いかな。 

・外国人に優しくしてください。 

・外国人を働かせないところが多すぎる。生活に困る。面接もしてもらえない。 

・近所の人たちがやさしいので良かったと思います。 

・近所の付き合いは大事です。国籍の違いがあっても優しくすれば、同じようにされる。 

・今後の活動の中でもっと日本人と交流できたらと思います。 

・私自身が受けた差別などは、特にありません。 

・周囲の近隣はあまり友好的ではない、外国人に偏見をもっています。また、多く外国人は生活習

慣が悪い、それらの人に対して、マナー手引みたいな物を配布したらどうですか？ 

・同年代の日本人友達がなかなかできない。 

・日本人と外国人の交流活動をやってほしい。 

・日本人と外国人の子供の交流活動を増やしてほしい。 

・日本人と交流できる活動を提供し、一緒に学習し、コミュニケーションできるようにしたい。 

・日本人と話すことができる。生活や交通が便利です。外国人参加できる活動が少ないです。 

・日本人の文化や習慣の紹介や外国人のコミュニティを開催してほしい。 

・日本文化、茶道、華道など紹介するイベントを開催してほしい、 
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・日本人の方で外国人に先入観を持っていて、自らコミュニケーションを取ろうとしない。苦手意

識の人達が結構いる。年配の人でも、最近はマナーが悪い人達が増えている気がする。昼間の酔

っ払い、煙草を禁煙区でも吸っているなど。 

・日本人は私みたいな外国人には優しくて思いやりのある方が多いです。 

・日本人は優しい人が多く、生活が楽しいです。 

・母国の方や日本人の方は皆がやさしかった。住んでよかった。 

・夜 7 時ごろに団地内の公園で娘と子どもたちに遊んでいる所で、ある日本人から「バカヤロ」と

突然に怒られた。日本人は皆優しいと思ったが、あまりにも急なできことで、どうしたらいいか

わからなかった。 

・友達と住んでいるのは嬉しかった。大家さんは優しい方です。 

＜まちづくり・防災に関すること＞ 

・3歳の頃から日本に住み、小学生の頃はいじめのようなこともあったが、親・兄弟と共に明るく 

過ごしてきた。近所の方にも恵まれ、今は川口市から出ることはないと思う。 

・２年前に東京から川口に引越しして不便なことなく住んでいる。川口は家賃が安く広い。 

・いいことー住みやすい、良くないこと 電車の路線が一つしかないこと。 

・お店が多くて便利。 

・とてもいい街です。 

・とても住みやすい街です、川口市に引っ越してきてよかった、長く住みたいです。 

・とても住み安いところです。改善して頂きたいところは特にない。 

・とても便利、警察も熱心で安心に住める街です。しかし西川口駅のトイレは汚い、匂いきつい。 

・とても良い所に住んでいるけど環境が悪い。 

・スーパーがたくさんあって生活がとてもしやすいところは良かったです。 

・駅に近くて、買い物などとても便利なこと。通勤時間も短くなりました。よくないことは、ごみ

問題。ゴミを出す時間帯を守らない所はけっこうあります。道にちらかしていました。西川口駅

周辺が汚い。 

・何かにつけて便利で住みやすいが、電車が1本のみで事故時は不便。 

・家賃は東京都より安い。まわりに中国の友達がたくさんいるから嬉しい。交通が便利。 

・花火や盆踊りなどお祭りがあるので夏には楽しい思い出ができた。 

・会社と子どもの学校に近いから川口市に住んで良かったです。 

・学校へ行くことは交通不便以外に、友達が多いし、物価も安いし、総合的見るとこの町は好き。 

・環境がいい、短期滞在で数回来日しました。全体的にいい印象でした。 

・環境がとても良い。交通・生活が便利で、住みやすい。 

・環境は綺麗、治安も良い。日本人と交流できる機会、日本語勉強の機会を多く作ってほしい。 

・現在は問題がないので、川口に住んで良かった。 

・交通が便利です。周りは中国人同士がたくさんいます。 

・交通が便利で駅がきれい。公園が多くて子供たちと楽しく遊べて良かった 

・事実、東京より住みやすいです。川口市民は優しいです。ただ、他の街に比べて治安の面で不安

があります。 

・住みやすい川口市に住み続けてよかった。これからも住み続けたいです。 
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・新井宿駅付近の店は少ない。 

・生活が便利です、駅も綺麗。電車の路線がもっと増えればもっと便利になる。 

・生活便利、物価が安い、交通便利、近隣も友好的で、環境も良い。 

・西川口駅周辺環境があまりよくない、治安が悪い。もっといい街作りを目指してほしい。（4件） 

・川口は住み易いけど、川口駅の近くにたくさん店があってにぎやかですごく良いです。買い物も

便利だし、レストランもたくさんあるし、とても住みやすいです。自転車の置き場がなくて、駅

の近くに止めたいけどすごく苦労します。無料の自転車の置き場があれば、助かります。 

・川口市にもっと賑やかな街になってほしい。（2件） 

・川口市は安心、安全な街です。特に不安なところはありません。交通も便利で、とても快適です。 

・川口市は観光する所があまりない。 

・川口市は都心に近く、買い物もしやすいので、とても暮らしやすい街だと思います。もう 10 年

近く住んでいますが、個人的には大好きな街です。大型ショッピングモールも多く、子育て中の

ファミリーにとっては、とても素敵な街だと思います。 

・川口市は買い物がしやすく、便利。近隣との交流は良い。 

・川口大好きです。交通便利だし、設備も完備し、公園や緑が多くて、子育てに最適です。 

・多くの中国人や日本人の友達が川口市に住んでいて、交通機関も便利ですので、長く川口市に住

んでいくつもりです。 

・電車が混雑しすぎる、路線が１本しかない、川口駅は京浜東北線しか止まらないが、路線を増や

してほしい。生活は便利ですが、川口駅西口方面のスーバーが少ない。 

・電車が混雑しているが、中国人が多いから慣れました。 

・友達が多く住んでいます、週末は楽しいです。川口市は過ごしやすい街です。 

・綺麗な街で住んで楽しかった。 

＜施設に関すること＞ 

・グリーンセンターが好きです。 

・外国人に川口市にある既存の施設を知って貰おう。設備に関する詳細な文書を外国語に提供する

ことは外国人にとって大変助かります。お祭り、会場の案内を外国語で印刷して冊子にしてくれ

るとありがたいです。 

・広い公園がたくさんあるのでよかった。公園の掃除ができてないところに行って悪い印象を受け

たときがある。 

・芝園公民館は卓球台がありますがよくないので、交換していただけませんか。 

・川口市は環境が美しい、物価も安い、住みやすいです。長く住みたいです。川口市各種施設もっ

と完備してほしい、頑張れ川口。 

＜その他＞ 

・いいと思います。特に問題がありません。 

・このようなアンケートがあるものが良いと思います。 

・すべてができるだけ良くなることを信じている。 

・だんなに会えて幸せです。 

・現時点はとてもハッピーです。 
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・言葉の問題、仕事の問題、差別の問題があるが、川口市での生活は良いです。 

・まず日本政府に感謝します、このような機会で私が困っていることを聞いてくれてありがとうご

ざいます。外国人対象に 3 カ月一回カウセリングできれば良いと私が思っている。そうすれば彼

らはきっと子育て問題、教育または日本文化いろんな相談にのってもらえる。政府はイベントを

開催してほしい（例えば、フリーマッケート、外国人対象者免税で買い物できることなど外国人

が参加しやすいこと、文化交流活動など。 

・今は心配することはないけど、近い将来子どもを呼び寄せる予定です。子ども来日後の生活、教

育、病院のことが心配です、また、日本語ができないので、助けを求めたいときに、どうすれば

良いのか分からない。 

・市役所、公民館、文化空間、福祉が良くできていると思う。日本人友だちを作る機会がない。 

・私がここに書いた答えに対してサポートをして頂きたいと思います。 

・私は日本大好きです、長く住みたいです。 

・私みたいな外国人を受け入れる団体があればいい。学校で価値の教育を入れて学生が学習してほ

しい。 

・主人は海外駐在で日本にいない、一人で子育てしています。日本語が通じない、福祉など制度も

知りません。日本語学校に通いたいが、子どもの面倒を見てくれる人がいない、資金面も大変苦

しい状況です。周りに助けてくれる人がいる、市役所の職員もそうです。 

・住んで安心。 

・常に孤独を感じている、生活や経済の面、子どもの教育に関することは相談できる人がいない。 

・川口に住んでよかった。物価が安いし、ボランティア日本語教室もあります。中国人が多く住ん

でいる、生活が比較的に便利です。 

・川口市で住んでよかった。（３３件） 

・川口市に住んであまり良くなかった。 

・川口市に住んでいてうれしかった事は、毎月友達に会ってパーティをして話してうれしかった。 

・川口市に住んで楽しかった。職場に近いし、小学校も近い。 

・川口市に住んで幸せと祝福された。本当に感謝しています。 

・川口市に住んで特にどこか悪いと感じることがない。 

・川口市に住んで良かったと思います、店舗も多く、非常に便利です。 

・川口市はいつも助けてくれている。 

・川口市はなんでもあるところで、すごく便利です。家賃がやすいところあったら良いのです。 

・川口市は交通便利、家賃もそんな高くない。 

・川口市住居環境が静かです。幼稚園と保育所が入りにくい 

・川口市中国人が多く、交通も便利し、中国人に生活と娯楽に適している。ただし、住民税が高す

ぎる、負担能力に超えている。 

・中国の友達が多いので、生活の中でお互いに助け合って住みやすいです。でも主人が国民健康保

険に入っていますが、すごく高いです。東京で住む時より高くてほかの転出ことを考えています。 

・土曜日に知人たちとサッカーが出来て楽しいです。 

・日本に住んで楽しいです。日本語ボランティアの先生は優しいです、日本語は少しずつ分かりま

した。 

・日本の皆さんはとても親切です。日本の生活はいいです。ありがとうございます。 
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・日本語はあまりできないため、仕事が限定される。 

・悲しいことがあっても解決できるものではない。 

・病気の弟のことが心配です。 

・物価が安い。 

・保険が高い、マンションが厳しい、いろんなことが面倒くさい。 

・唯一不便に感じたことは夜間診療。 

・友達が多いから、とてもハッピーです。 

・来日してからずっと川口市に住んでいる、すごく良いところで幸せです。 

・来日して最初に川口に来たのが幸運でした。 

・良かったこと：１．日本語教室がある。２．図書館が広い。いろいろな種類がある。３．人が親

切。４．みんな助け合う。５．便利。６．東京に近い等々、川口に住んで良かったと思います！

日本の文化などそういう講習会に参加したいと思います。 

・良かったことは中国人がたくさんいるので楽しいです。中国人がたくさんいるから川口市に引っ

越しました。 
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多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

のためのアンケート
あ ん け ー と

川口市
かわぐちし

 川口市
かわぐちし

では、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

がお互
たが

いに尊重
そんちょう

し、協 力
きょうりょく

して暮
く

らす社会
しゃかい

をつくるためのまちづくりを推進
すいしん

し

ています。そこで、よりよいまちをつくるために外国人
がいこくじん

の皆
みな

さんにアンケート
あ ん け ー と

をします。回答
かいとう

していただいた内容
ないよう

は、すべ

て統計
とうけい

処理
しょり

を行
おこな

い、個々
こ こ

の回答
かいとう

内容
ないよう

が他
ほか

にもれたり、他
ほか

の目的
もくてき

に使
し

用
よう

されることはありません。 

 ・アンケート
あ ん け ー と

は、日本語
に ほ ん ご

・英語
えいご

・中
ちゅう

国語
ごくご

（繁体
はんたい

字
じ

、簡体
かんたい

字
じ

）・韓国語
かんこくご

・タガログ語
た が ろ ぐ ご

・ポルトガル
ぽ る と が る

語
ご

・スペイン
す ぺ い ん

語
ご

がありま

す。内容
ないよう

は同
おな

じですので、あなたの 回答
かいとう

しやすいものを選
えら

んで回
かい

答
とう

してください。 

 ・あなたの名
な

前
まえ

を書
か

く必要
ひつよう

はありません。 

 ・質問
しつもん

の答
こた

えは、番号
ばんごう

を○でかこんでください。 

 ・答
こた

えで「その他
た

」を選
えら

んだときは、その内容
ないよう

を書
か

いてください。 

・あなたの年齢
ねんれい

や何年
なんねん

日本
にほん

にいるかなどを 計算
けいさん

するときは、２０１３
にせんじゅうさん

年
ねん

６
ろく

月
がつ

１日
ついたち

現在
げんざい

で計算
けいさん

してください。 

  お忙
いそが

しいところ、お手
て

数
すう

をおかけしますが、どうぞご協 力
きょうりょく

をお願い
ねが

します。 

問
と

い合
あ

わせ先
さき

 川口市
かわぐちし

 市
し

民
みん

生活部
せいかつぶ

 かわぐち市
し

民
みん

パートナーステーション
ぱ ー と な ー す て ー し ょ ん

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

担当
たんとう

 048-227-7633 (日本語
に ほ ん ご

、中
ちゅう

国語
ごくご

、英語
えいご

) 

１ あなたのこと について 

Ｑ1  あなたの国籍
こくせき

を教
おし

えてください。（○は１
ひと

つだけ） 

１．中国
ちゅうごく

    ２．韓国
かんこく

または朝鮮
ちょうせん

 ３．フィリピン
ふ ぃ り ぴ ん

 ４．ブラジル
ぶ ら じ る

 ５．ベトナム
べ と な む

     ６．トルコ
と る こ

７．バングラデシュ
ば ん ぐ ら で し ゅ

  ８．タイ
た い

  ９．アメリカ
あ め り か

           10．その他
た

【          】 

Ｑ2  あなたの性別
せいべつ

は次
つぎ

のどれですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．男性
だんせい

   ２．女性
じょせい

Ｑ3  あなたの年齢
ねんれい

はいくつですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．１９才
さい

以下
い か

  ２．２０才
さい

～２９才
さい

  ３．３０才
さい

～３９才
さい

４．４０才
さい

～４９才
さい

  ５．５０才
さい

～５９才
さい

  ６．６０才
さい

以上
いじょう

Ｑ4  あなたの在留
ざいりゅう

資格
しかく

はどれですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．永住者
えいじゅうしゃ

 ２．特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

  ３．日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
など

 ４．永住者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

等
など

５．定住者
ていじゅうしゃ

 ６．留学
りゅうがく

７．研修
けんしゅう

   ８．家族
かぞく

滞在
たいざい

    ９．短期
たんき

滞在
たいざい

10. 興行
こうぎょう

    11.技術
ぎじゅつ

  12．教育
きょういく

 13．人文
じんぶん

知識
ちしき

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

      14．在留
ざいりゅう

資格
しかく

なし 

15．その他
た

【                】 

Ｑ5  あなたは、日本
にほん

にいつごろから住
す

んでいますか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．2002年
ねん

より前
まえ

    ２．2003年
ねん

～2007年
ねん

    ３．2008年
ねん

～2009年
ねん

 ４．2010年
ねん

～2011年
ねん

５．2012年
ねん

から     ６．2013年
ねん

から 

Ｑ6  あなたは、川
かわ

口
ぐち

市
し

にいつごろから住
す

んでいますか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．2002年より前
まえ

     ２．2003年
ねん

～2007年
ねん

      ３．2008年
ねん

～2009年
ねん

 ４．2010年
ねん

～2011年
ねん

５．2012年
ねん

から     ６．2013年
ねん

から 
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Ｑ7  あなたは、どのような家
いえ

に住
す

んでいますか？（○は１
ひと

つだけ） 

１.民間
みんかん

の共同
きょうどう

住宅
じゅうたく

     ２.公営
こうえい

の共同
きょうどう

住宅
じゅうたく

     ３.寮
りょう

・社宅
しゃたく

４.持
も

ち家
いえ

（マンション
ま ん し ょ ん

・一戸建て
い っ こ だ て

）    ５.その他
た

【            】 

Ｑ8  あなたが、川口市
かわぐちし

に住む
す

理由
り ゆう

は何
なに

ですか。（○はいくつでも） 

１．職場
しょくば

や学校
がっこう

に近
ちか

い ２．同じ
おな

国
くに

の知人
ちじん

が住
す

んでいる ３．日
に

本人
ほんじん

の知人
ちじん

が住
す

んでいる  

４．交通
こうつう

が便利
べんり

    ５．知人
ちじん

・友人
ゆうじん

から紹介
しょうかい

された  ６．その他
た

【            】 

Ｑ9  今後
こんご

、川口市
かわぐちし

にどのくらい 住
す

む予定
よてい

ですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１.今後
こんご

とも川口市
かわぐちし

に住
す

み続
つづ

けるつもり      ２．日本
にほん

に住み続
す   つづ

けるが、他市
た し

に転出
てんしゅつ

するつもり 

３.２～３年
ねん

以内
いない

に自分
じぶん

の国
くに

へ帰
かえ

る     ４．いつかは自分
じぶん

の国
くに

へ帰
かえ

る   ５．わからない 

Ｑ10 あなたが、普段
ふだん

の生活
せいかつ

で困
こま

っていることや不安
ふあん

なことは何
なに

ですか。（○はいくつでも） 

１.仕事
し ごと

さがし   ２．会社
かいしゃ

での仕事
し ごと

や人間
にんげん

関係
かんけい

    ３．住
す

まいのこと   ４．交通
こうつう

（バス
ば す

・電車
でんしゃ

など）が不便
ふ べん

５．出産
しゅっさん

・子育
こそだ

て  ６．子
こ

どもの学校
がっこう

・教育
きょういく

  ７．税金
ぜいきん

や保
ほ

険
けん

料
りょう

の支
し

払
はら

い ８．急
きゅう

に病気
びょうき

になった時
とき

の対応
たいおう

９．災害
さいがい

（地震
じしん

など）が起きた
お

時
とき

の対応
たいおう

   10.近所
きんじょ

の人
ひと

との付
つ

き合
あ

い   11.日本語
に ほ ん ご

   12.どこに相談
そうだん

に行けば
い

よい

か分
わ

からない     13. 特
とく

にない     14. その他
た

 【                      】

２ ことばについて 

Ｑ11 あなたが、普
ふ

段
だん

の生活
せいかつ

で、よく使
つか

うことばはどれですか。(○はいくつでも) 

１．日本語
に ほ ん ご

    ２．中国語
ちゅうごくご

    ３．英語
えいご

    ４．タガログ語
た が ろ ぐ ご

    ５．韓国語
かんこくご

    ６．スペイン語
す ぺ い ん ご

７．ポルトガル語
ぽ る と が る ご

 ８．その他
た

 【                  】 

Ｑ12 あなたは、 日本語
に ほ ん ご

がどれくらいわかりますか。（ア～エの項目
こうもく

は○ １
ひと

つだけ、オの項目
こうもく

は○いくつでも） 

ア）聞
き

く １．聞
き

きとれる ２．ゆっくりなら聞
き

きとれる ３．ほとんどわからない 

イ）話
はな

す １．話
はな

せる ２．すこしなら話
はな

せる ３．ほとんど話
はな

せない 

ウ）読
よ

む １．読
よ

める ２．かんたんな文章
ぶんしょう

なら読
よ

める ３．ほとんど読
よ

めない 

エ）書
か

く １．書
か

ける ２．かんたんな文章
ぶんしょう

なら書
か

ける ３．ほとんど書
か

けない 

オ）読
よ

める文字 １．漢字
かんじ

２．ひらがな ３．カタカナ 

Ｑ13 現在
げんざい

及
およ

び今後
こんご

の日本語
に ほ ん ご

の学
まな

び方
かた

についてお聞
き

きします。（○はいくつでも） 

１.日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

に通
かよ

う（ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

・有料
ゆうりょう

）   ２．日本人
にほんじん

の知人
ちじん

・友人
ゆうじん

等
など

に教
おし

えてもらう 

３．独学
どくがく

で      ４．学
まな

びたいがその方法
ほうほう

がわからない     ５．不明
ふめい

Ｑ14 あなたは、誰
だれ

かに日本語
に ほ ん ご

の通訳
つうやく

・翻訳
ほんやく

を頼
たの

むことがありますか。(○はいくつでも) 

１.家族
かぞく

     ２．友人
ゆうじん

    ３．会社
かいしゃ

の人
ひと

    ４．NPOやボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

   ５．通訳
つうやく

・翻訳
ほんやく

を頼
たの

める人
ひと

がいない 

６．通訳
つうやく

・翻訳
ほんやく

を頼む
たの

必要
ひつよう

がない   ７． その他
た

【          】 
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３ あなたの仕事
しごと

について 

Ｑ15 あなたは、現在
げんざい

働
はたら

いていますか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．はい → A-1、2、3、4へ  ２．いいえ  →Ｑ16へ 

A-1 今
いま

の仕事
しごと

をどうやって見
み

つけましたか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．知人
ちじん

・友人
ゆうじん

の紹介
しょうかい

 ２．家族
かぞく

・親族
しんぞく

の紹介
しょうかい

 ３．ハローワーク
は ろ ー わ ー く

(公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

） 

４．人材
じんざい

派
は

遣
けん

会社
がいしゃ

（労働者
ろうどうしゃ

をあっせんする会社
かいしゃ

）の紹介
しょうかい

 ５．新聞
しんぶん

・フリーペーパー
ふ り ー ぺ ー ぱ ー

の募
ぼ

集
しゅう

記事
き じ

６．その他
た

【            】 

A-2 あなたは、どのような立場
たちば

で働
はたら

いていますか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．正規
せいき

従 業 員
じゅうぎょういん

（正式
せいしき

な社員
しゃいん

、職員
しょくいん

） ２．アルバイト
あ る ば い と

（臨時
りんじ

の職員
しょくいん

、パートタイマー
ぱ ー と た い ま ー

も含
ふく

む） 

３．研修生
けんしゅうせい

 ４．派
は

遣
けん

社員
しゃいん

  ５．自
じ

営
えい

業主
ぎょうしゅ

 ６．その他
た

【                】 

A-3 あなたの 職 業
しょくぎょう

の種類
しゅるい

は何
なに

ですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．専門
せんもん

・技
ぎ

術
じゅつ

職
しょく

  ２．事務
じ む

職
しょく

  ３．自
じ

営
えい

業
ぎょう

・事
じ

業
ぎょう

主
ぬし

（自
じ

分
ぶん

で会社
かいしゃ

や店
みせ

を経営
けいえい

している） 

４．工員
こういん

  ５．教員
きょういん

（語
ご

学
がく

教師
きょうし

も含
ふく

む） ６．店員
てんいん

･ウェイター
う ぇ い た ー

・ウェイトレス
う ぇ い と れ す

７．清掃
せいそう

・建設
けんせつ

・土
ど

木
ぼく

作
さ

業
ぎょう

員
いん

 ８．芸能人
げいのうじん

（エンターティナー
え ん た ー て ぃ な ー

）        ９．その他
た

【        】 

A-4 仕事
しごと

での不満
ふまん

や困
こま

ったことはありますか。(○はいくつでも) 

１．特
とく

にない     ２．賃金
ちんぎん

が安
やす

い      ３．数年
すうねん

で帰国
きこく

しなければならない 

４．困
こま

ったときに相談
そうだん

する所
ところ

がない       ５．職場
しょくば

の人間
にんげん

関係
かんけい

がうまくいかない 

６．正社員
せいしゃいん

になれない    ７．残業
ざんぎょう

が多
おお

い  ８．その他
た

【                】 

４ 情報
じょうほう

について 

Ｑ16 あなたは、生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

をどのようにして知
し

りますか。(○はいくつでも) 

１．日本
にほん

の新聞
しんぶん

・雑誌
ざっし

・ラジオ
ら じ お

・テレビ
て れ び

   ２．母語
ぼ ご

の新聞
しんぶん

・雑誌
ざっし

・ラジオ
ら じ お

・テレビ
て れ び

 ３．インターネット
い ん た ー ね っ と

４．市
し

役所
やくしょ

などの窓口
まどぐち

・広報誌
こうほうし

       ５．会社
かいしゃ

・学校
がっこう

    ６．家族
かぞく

   ７．日本
にほん

人
じん

の友人
ゆうじん

・知人
ち じん

８．同じ
おな

母
ぼ

語
ご

の友人
ゆうじん

・知人
ち じん

       ９．教会
きょうかい

・お寺
てら

     10．NPOやボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

   11．大使館
たいしかん

・領事館
りょうじかん

12．知る
し

方法
ほうほう

がない          13.その他
た

【         】 

Ｑ17 あなたは、川口市
かわぐちし

の情報
じょうほう

をどのようにして知
し

りますか。(○はいくつでも) 

１．市
し

の窓口
まどぐち

  ２．広報
こうほう

かわぐち（市
し

が発行
はっこう

する広報誌
こうほうし

）３．きゅうぽら（多言語
た げ ん ご

情報誌
じょうほうし

）４．市
し

のホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

５．日本語
に ほ ん ご

のテレビ
て れ び

・ラジオ
ら じ お

  ６．日本語
に ほ ん ご

の新聞
しんぶん

、雑誌
ざっし

 ７．友人
ゆうじん

・知人
ちじん

  ８．インターネット
い ん た ー ね っ と

９．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

 グループ
ぐ る ー ぷ

 10．自分
じぶん

がいる職場
しょくば

、学校
がっこう

 11．知
し

る方法
ほうほう

がない 12.その他
た

【        】 
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Ｑ18 あなたが 、川口市
かわぐちし

にもっとしてほしいことはどれですか。(○はいくつでも) 

１．外国人
がいこくじん

相談
そうだん

を 充実
じゅうじつ

する ２．窓口
まどぐち

の多言語
た げ ん ご

対応化
たいおうか

 ３．日本人
にほんじん

との交 流
こう りゅう

やイベント
い べ ん と

を実施
じっし

する 

４．さまざまな案内板
あんないばん

を日本語
に ほ ん ご

と外国語
がいこくご

で 書
か

く ５．いろいろな国
くに

のことばで公共
こうきょう

施設
しせつ

の案内
あんない

地図
ち ず

を作
つく

って配
くば

る 

６．外国人
がいこくじん

 向
む

けに 観光
かんこう

案内
あんない

を作
つく

って配
くば

る    ７. 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の機会
き かい

を充実
じゅうじつ

する 

８．図書館
と しょかん

にいろいろな国
くに

のことばで 書
か

かれた本
ほん

を 増
ふ

やす  ９．通訳
つうやく

に 来
き

てもらえるようにする 

10．特
とく

になし  11．その他
た

【                                    】 

Ｑ19 外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

を利用
りよう

したことがありますか？（○は１
ひと

つだけ） 

１．ある → Ｑ20へ     ２．ない → B-1へ 

B-1 理
り

由
ゆう

を教えてください。（○は１
ひと

つだけ）

  １．相談
そうだん

する必要
ひつよう

がなかった    ２．知
し

らなかった    ３．不便
ふべん

   ４．その他
た

【            】 

５ 医療
いりょう

と保険
ほけん

について  

Ｑ20 あなたや､あなたの 家族
かぞく

が病気
びょうき

になったとき､困
こま

ったことが ありますか。(○は いくつでも) 

１．どの病院
びょういん

に 行
い

けばよいかわからなかった  ２．医者
いしゃ

や病院
びょういん

の人
ひと

の説明
せつめい

がわからなかった 

３．どのように具
ぐ

合
あい

が悪
わる

いかを病院
びょういん

の人
ひと

にうまく伝
つた

えられなかった  ４．治
ち

療
りょう

費
ひ

が高
たか

い 

５．特
とく

に困
こま

ったことはない ６．その他
た

【                     】  

Ｑ21 あなたは、現在
げんざい

どんな健康
けんこう

保険
ほけん

（市
し

役所
やくしょ

で入
はい

る保険
ほけん

と働
はたら

いている会社
かいしゃ

や団体
だんたい

で入
はい

る保険
ほけん

）に入
はい

っていますか。 

（○は １
ひと

つだけ） 

１．いま働
はたら

いている会社
かいしゃ

や団体
だんたい

で入
はい

っている健康
けんこう

保険
ほけん

   →Ｑ22へ 

２．市
し

役所
やくしょ

で入
はい

った国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

３．わからない 

４．どれにも入
はい

っていない → C-1へ 

C-1 なぜ、保険
ほけん

に入
はい

っていないのですか。（○は１
ひと

つだけ） 

１．どのようにして保険
ほけん

に入
はい

ったらよいかわからないから   ２．保
ほ

険
けん

料
りょう

が高
たか

いから 

３．旅行
りょこう

傷害
しょうがい

保険
ほけん

など 保険
ほけん

会社
がいしゃ

の保
ほ

険
けん

に入
はい

っているから     ４．その他
た

【                            】 

６ 近所
きんじょ

の人
ひと

や職場
しょくば

の人
ひと

との交流
こうりゅう

について 

Ｑ22 あなたは、日本人
にほんじん

（近所
きんじょ

の人
ひと

や職場
しょくば

の人
ひと

）とどのように つきあっていますか。(○はいくつでも) 

１．保育
ほいく

園
えん

・幼稚園
ようちえん

・学校
がっこう

のPTA・保
ほ

護
ご

者
しゃ

会
かい

などの行事
ぎょうじ

  ２．あいさつをする程度
ていど

３．いっしょに食事
しょくじ

をしたり、でかけたりする  ４．町会
ちょうかい

や自
じ

治
ち

会
かい

で 日本人
にほんじん

といっしょに活動
かつどう

する 

５．祭
まつ

りなど地域
ちいき

の行事
ぎょうじ

に参加
さんか

する ６．全然
ぜんぜん

つきあっていない  

７．その他
た

【                  】 

Ｑ23 あなたは、自分
じ ぶん

の住
す

んでいる所
ところ

や職場
しょくば

で「日本人
に ほんじん

の仲間
なかま

に 入
い

れてもらえない」と感
かん

じることがありますか。 

  （○は １
ひと

つだけ） 

１．ない  ２．たまにある  ３．たくさんある 
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７ 教育
きょういく

と子どもを 育
そだ

てることについて 

Ｑ24 あなたには、日本
にほん

に１８歳
さい

以下
い か

の子どもがいますか。(○はいくつでも) 

１．いない               Ｑ25へ 

２．０歳
さい

から５歳
さい

の子ども
こ

がいる     → D-1、2へ 

３．６歳
さい

から１５歳
さい

の子ども
こ

がいる      → E-1、2、3へ 

４．１６歳
さい

から１８歳
さい

の子ども
こ

がいる   → E-1、2、3へ 

D-1 あなたの子
こ

どもは保育
ほ いく

園
えん

などに通って
かよ

いますか。(子
こ

どもが二人
ふたり

以上
いじょう

いて、ちがう種類
しゅるい

の項目
こうもく

に通
かよ

っている時
とき

は、それ

ぞれに○をつけてください) 

１．保育
ほいく

園
えん

に通
かよ

っている   ２．幼稚園
ようちえん

に通
かよ

っている    ３．認可外
にんかがい

の保育
ほ いく

施設
しせつ

に通
かよ

っている   ４．家
いえ

で育児
いくじ

５．親族
しんぞく

や友人
ゆうじん

、近所
きんじょ

の人
ひと

に預け
あず

ている ６．その他
た

【                】 

D-2 子
こ

育て
そだ

で困
こま

っていることはありませんか。(○はいくつでも)  

１．妊娠
にんしん

や出産
しゅっさん

などの手
て

続
つづ

き     ２．検診
けんしん

や予
よ

防
ぼう

接種
せっしゅ

      ３．相談
そうだん

する相手
あいて

がいない  

４．仕事中
しごとちゅう

に子
こ

どもを預
あず

かってくれるところがない  ５．出産
しゅっさん

や育児
いくじ

にかかる費
ひ

用
よう

が高い
たか

６．子
こ

育
そだ

てをしている親
おや

同士
どうし

の交流
こうりゅう

ができない       ７．特
とく

にない   ８．その他
た

【                     】 

E-1 学校
がっこう

で、困
こま

っていることは ありませんか。(○はいくつでも)

１．日本語
に ほ ん ご

が できないので、勉強
べんきょう

していることが わからない 

２．学校
がっこう

から 親
おや

へ 連絡
れんらく

がくるが、日本語
に ほ ん ご

なので、よくわからない 

３．子どもが 外国人
がいこくじん

であるため、学校
がっこう

で いじめられ、差別
さべつ

される 

４．友達
ともだち

ができない        ５. 日本
に ほん

の学校
がっこう

や教育
きょういく

の制度
せいど

がわからない 

６．特
とく

に困
こま

ったことはない ７．その他
た

【                          】

E-2 あなたの 子
こ

どもが 通
かよ

っている学校
がっこう

は、どれですか。

   (子
こ

どもが 二人
ふたり

以上
いじょう

いて、ちがう種類
しゅるい

の学校
がっこう

に 通
かよ

っている時
とき

は、それぞれに○をつけてください) 

１．日本人
にほんじん

が 通
かよ

う 学校
がっこう

（公立
こうりつ

・私
し

立
りつ

）      ２．自分
じ ぶん

たちの 国
くに

の ことばで 教育
きょういく

する 学校
がっこう

３．インターナショナルスクール
い ん た ー な し ょ な る す く ー る

       ４．学校
がっこう

に 通
かよ

っていない  

５.その他
た

【                  】 

E-3 小学生
しょうがくせい

以上
いじょう

の子
こ

どもの教育
きょういく

で不安
ふあん

を感
かん

じたことはありますか(○は いくつでも) 

１．日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

     ２．母語
ぼ ご

や母国
ぼこく

についての学習
がくしゅう

     ３．日本
にほん

で進学
しんがく

４.母国
ぼこく

で進学
しんがく

       ５.差別
さべつ

やいじめ     ６.教育費
きょういくひ

    ７.特
とく

にない 

８.その他
た

【            】 

Ｑ25 川口市
かわぐちし

に住
す

んでいて良
よ

かったこと、嬉
うれ

しかったこと。あるいは、悲
かな

しかったことなど自
じ

由
ゆう

に書
か

いてください。 

これでアンケート
あ ん け ー と

は終
お

わりです。ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 
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【中国語（簡体字）版】 
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【中国語（繁体字）版】 
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【英語版】 
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【韓国語版】 



- 70 - 

【タガログ語版】 
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【スペイン語版】 
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【ポルトガル語版】 
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資料２  庁内各課アンケート調査の結果 （窓口対応施設含む１７７ヶ所の回答） 

H25.8 実施 

１ 外国人住民とのかかわり 

（１）どのくらいの外国人住民が訪れるか（図 1）

年延べ数 

１位 川口駅前行政センター        ４位 中央ふれあい館及び各公民館 5,553人 

２位 国民健康保険課           ５位 税制課           2,400人 

３位 市民課                  その他           8,724人 

（２）外国人住民の対応で業務に支障が生じたことはあるか(有の場合は具体的な事例を) 

有 

無               図１

２ 発行文書 

（１）外国人住民向けの多言語資料の有無 

有 

無 

検討中 

（２）多言語資料作成のための予算措置の有無 

有 

無 

検討中 

（３）案内や通知に外国人住民でもわかりやすい日本語やふりがなを使用しているかの有無 

有 

         無 

検討中 

３ 対応言語 

（１）窓口や電話での多言語対応の要望の有無 

有 

無 

（２）窓口での多言語対応の要望が多い言語（図 2）

中国語      31％ 

英語       29％ 

韓国語      18％ 

タガログ語   15％ 

その他（トルコ語、ロシア語）７％ 

（３）言葉が通じない場合どのように対応しているか（支障が無いことや今後の対応など 11件含む） 

記述      52件 

中国語

31%

英語

29% 韓国語

18%

タガロ

グ語

15%

その他

（トル

コ語、

ロシア

語）

7%

中国語

英語

韓国語

タガログ語

その他（トルコ語、ロシア語）

川口駅

前行政

セン

ター

33%

国民健

康保険

課

22%

市民課

13%

各公民

館

10%

税制課

4%

その他

16%

川口駅前行政セ

ンター
国民健康保険課

市民課

各公民館

税制課

その他

図２ 

53,737人 

18,000人 

12,060人 

7,000人 

23件 

154件 

15件 

160件 

2件 

10件 

167件 

8件 

165件 

4件 

4件 

172件 

1件 
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４ 多文化共生 

（１）多文化共生に係わる事業の有無 

有 

無 

（２）他に外国人住民向けに行っていることの有無 

有 

無 

検討中 

記述 

（３）将来的に多文化共生に向けて考えていること 

記述 

（４）市民パートナーステーション多文化共生担当と連携の有無（無・検討中についてはその理由も） 

有 

無 

今後連携するつもり 

             記述 

〔記述内容〕 

１（２）外国人住民の対応で業務に支障が生じたことはあるか(有の場合は具体的な事例を) 

１  防災課を訪れる外国人は殆どいないため、平常時に支障はおきたことはないが、災害時には避難所

等で支障が起こる可能性がある。（防災課） 

２  日本語が話せない外国人が窓口に来られた際、コミュニケーションが取れないため来訪目的が分か

らない。（税制課） 

３  外国語を話せる職員がおらず、対応に苦慮したことがある。（交通安全対策課） 

４  外国人市民については意思疎通が難しいケースが散見され、通常よりも時間及び人数を掛けて対応

を行っているところである。この際、窓口対応にまわる人員の一時的な不足が発生し、来所者を長

時間待たせることになるなど、無用のトラブルを引き起こす一因となっている。（戸塚支所） 

５  証明書発行や各種手続きの際に、詳しい説明が通じず、困ることがある。（川口駅前行政センター） 

６  言葉がうまく伝わらず、誤解を受けてしまうことや、インテークでうまく聞き取りができず、何度

も同じことを確認することになってしまいました。（子育て支援課） 

７  言語の問題による意思疎通。戸籍がないことから離婚の確認が困難。（子育て支援課） 

８  英語を話せる職員が少なく説明に時間を要している。英語以外を話せる職員がいない。申請書は日

本語表記のみなので、外国人がどこまで理解出来ているかが不安である。（保育課） 

９  皆、保険制度や遡及課税等国民健康保険制度の理解に乏しい。又は制度を理解しようとしない外国

人加入者も多い。特定健康診査受診の説明をする際、お客様の日本語会話のレベルが低い場合、細

かい説明ができないことがある為、平易な日本語しか使えなくなる。（国民健康保険課） 

10 介護保険制度や介護保険料等の説明において理解されたか、また、外国人の言葉がわかりにくいな

ど対応に困る時がある。（介護保険課） 

10件 

167件 

7件 

168件 

2件 

8件 

19件 

148件 

10件 

78件 

10件 
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11 突然来所することが多く、国籍も様々なため、説明に時間がかかる。（保健センター） 

12 健康診査等の問診票が書けない。（保健センター） 

13 飲食店が原因の悪臭苦情を受けた際に、外国人店主に言葉が通じなかった。（環境保全課） 

14 市産業振興施策の問い合わせ及び観光情報の収集の目的で来庁する。（産業振興課）  

15 日本語が通じないため、意思疎通に時間がかかり、業務に支障が生じた。（医療情報課） 

16 電話連絡をいただいた際、互いに言葉が分からず内容を把握し伝えることに苦慮したことがある。

※水道局お客様センター（委託先：第一環境㈱）（営業管理室） 

17  外国人市民が日本語は勿論、英語が理解できなかった。（南平公民館） 

18 細かいニュアンスが伝わらなかった。（西公民館）

19 言葉がわからず対応に窮する事があった。（中央ふれあい館） 

20 外国人利用者と一般利用者との席をめぐるトラブルが起きたことがある。（中央図書館） 

21 丁寧に対応しようとしたことが、相手には外国人を馬鹿にしているととられクレームになったこと 

がある。（東スポーツセンター） 

22 ルール・マナーの理解が得られない。大人数で来所することがあり、場所を占有するような状況と 

   なる。奇声を発したり、子どもにチョッカイを出したりする。（西スポーツセンター） 

23 建物等の立ち入り検査実施において、関係者が外国人市民であった場合に母国語のみで話され、意 

思疎通ができないことがある。（予防課） 

３（３）言葉が通じない場合どのように対応しているか

１  埼玉県外国人ヘルプデスクを利用し、電話を通じて通訳を依頼している。（税制課） 

２  身振り手振り、片言の言葉、図などを利用して意思疎通を図る。（固定資産税課） 

３  行政に関する文書等の多言語を翻訳する部署へ依頼する。（市民相談室） 

４  ジェスチャーや翻訳ソフトを使用して対応している。（交通安全対策課） 

５  多くの場合、日本語ができる同行者がいるので通訳してもらう。（国民年金課） 

６  片言の言語や身振り手振り、語学が堪能な他課職員に協力を願う。また電話通訳等を依頼する。 

  （市民課） 

７   言葉のわかる人が一緒にくるため、質問のような場合は今のところない。（神根支所） 

８  筆談で対応する。（戸塚支所） 

９   全く言葉が通じないことがない。（鳩ヶ谷支所） 

10  片言の単語にボディランゲージを交えて説明している。（川口駅前行政センター） 

11  筆談等で対応している。（生活福祉課） 

12 一般的な片言の英語で対応し、どうにもならなければ通訳を同伴するように依頼をする。 

（長寿支援課） 

13 身振り、手振り、絵や写真（パンフレット）などを利用してなんとか伝えているつもりでいます。 

  （子育て支援課） 

14 英語は単語でということが多いです。（子育て支援課） 

15 日本語及び日本語の理解できる方と一緒の来庁をお願いしている。（子育て支援課）  

16 英語であれば話せる職員に通訳をしてもらうが、それ以外はパンフレットを持って帰ってもらい、 

知人に訳してもらっている。（保育課） 
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17 中国語、韓国語、英語については、課内に通訳可能な職員がいる。また、日本語、英語、中国語、

韓国語、トルコ語、ポルトガル語で書かれた、「国民健康保険のてびき」を窓口で配布している。

できるだけ平易な日本語を使用し、表情豊かに対応している。（国民健康保険課） 

18 少し日本語がわかれば、できるだけわかりやすい言葉を使う。通訳の方をお願いする。絵が多いパ

ンフレットを使用してジェスチャーを交え対応する。外国語ができる職員を探し対応をお願いする。 

（介護保険課） 

19 身振りや、ネットなどで調べて書いて伝える。又は、わかる友達などがいるか尋ねて、協力しても

らえるようにしている。（保健センター） 

20  通訳を頼む。英語が通じれば英語で対応。身振り手振りや字や絵を描く。（保健センター） 

21  検診の場合、英語、中国語、韓国語であれば、その問診票を使う。筆談や絵、ジェスチャーで対応。 

英語が通じれば英単語で対応する。（保健センター） 

22  言葉が通じる人を介して、話を伝えてもらう。（環境保全課） 

23  他課に応援を求める。（産業振興課） 

24  英語については、英語が堪能な職員が対応するが、その他の言語の患者に対しては日本語が話せる

友人などに同席してもらい診療を行う。（医事課） 

25  外国人が知っている通訳者に間に入ってもらった。（医療情報課） 

26  できる限り分かり易い日本語の単語を使用し、文章ではなく、単語で会話を行っている。（例えば、

水道⇒水など）※水道局お客様センター（委託先：第一環境㈱）（営業管理室） 

27  身振り、手振り、イラストにより対応している。（南平公民館） 

28  外国人利用者に協力してもらい、通訳してもらっている。（神根公民館） 

29  分かりやすい言葉に言い換えてゆっくり話す。（西公民館） 

30  日本語ができる人に電話してもらうか一緒に来館してもらう。（西公民館）  

31  日本語が全くできない方が窓口に来られることはほとんどないが、中国の方には漢字等の文字で 

伝えて、フィリピンの方などには簡単な英語で対応している。（鳩ヶ谷公民館） 

32  身振り、手振り、簡単な単語の羅列により対応している。（中央ふれあい館） 

33  身振り、手振り、筆談により対応している。（南平文化会館） 

34  中国語クラブ等の外国人の方もいるが、日本語が上手い方ばかりなので言葉が通じなかったケース 

はない。（西川口公民館） 

35  日本語が全く通じない利用者の応対をしたことはない。（栄町公民館） 

36  今まで言葉が通じなかったことはないが、今後そのようなことがあった場合には、漢字や英単語の

筆記により対応しようと思います。（芝富士公民館） 

37  今後そのような事があった場合、まずは笑顔で挨拶をし、筆記してもらいネットで調べる。又は語

学堪能な他課の職員に電話で聞く。（神根東公民館） 

38  身振り手振りで何とか対応しています。ほとんど道案内程度です。（文化推進室） 

39  英語で、あるいはジェスチャーで対応。（文化推進室） 

40  英語が少し話せる職員がいるので英語がわかるようならその職員が対応する。外国語対応の説明書 

を見せての対応。（中央図書館） 

41  全く通じないことは、ほとんどない。（科学館） 

42  ジェスチャー、簡単な英語での会話、筆談などで対応。（スポーツ課） 
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43  ほとんどの方が日本語を理解していて、言葉が全く通じないケースは今までありませんでした。 

  （東スポーツセンター） 

44  利用している外国人は、日本語が話せるので特に問題なし。（北スポーツセンター）  

45  これまで事例がない。（新郷スポーツセンター） 

46  英語。日本語でゆっくり話す。(芝スポーツセンター) 

47  身振り手振りで対応。（安行スポーツセンター） 

48  身振り手振りと日本語が通じる方を連れてきていただいている。（学務課） 

49  家族親戚等で話のできる人に同行してもらう。ボランティアセンター等で通訳してくださる方を 

お願いする。（指導課） 

50  日本語がわかる方に、再度立会いをお願いしています。（予防課） 

51  今までに、支障が生じた事例がない。（救急課） 

52  事務窓口業務としての対応はありません。１１９番受付業務としてはありますが、緊急対応のた 

めその場に合わせた対処をしています。（指令課） 

４（２）その他外国人住民向けに行っていること 

１  中国人及び韓国人の来庁者数が多いため、窓口に中国語や韓国語で書かれた案内看板を設置してお

り、リーフレットも配布している。  チラシを多国語対応に検討中。（国民健康保険課） 

２  外国人に対するごみの出しの周知のため、外国語版チラシを配布。（廃棄物対策課） 

３  会社等の海外展開支援（産業振興課） 

４  英語及び韓国語のオートレース専用ホームページを公開している。（公営競技事務所） 

５  新郷にほんご教室。（新郷公民館） 

６  日本語ふれあい広場との共催により「インターナショナル広場」を実施する。（神根公民館） 

７  外国人講師による日本語ボランティア入門講座検討中。（芝公民館） 

８  国際交流クラブ芝北公民館「日本語教室」。（芝北公民館） 

４（３）将来的に多文化共生に向けて考えていること 

１   第２次川口市男女共同参画計画中、「外国籍市民等が安心して暮らせる環境の整備と支援の充実」

を課題として掲げていることから、外国籍市民を対象とした男女共同参画座談会のようなセミナー

を検討中。（総合政策課） 

２   外国人に限らず、聴覚障害者等とのコミュニケーションをスムーズにするためにサインボード等の

情報収集をしている。（防災課） 

３   広く事業の周知を図るうえで、多言語による制度概要の作成・広報も必要。（福祉総務課） 

４   関係各課・室・係と、情報提供や相談の連携ができたら良いと思います。（子育て支援課） 

５   外国人の両親で養育に関して支援が必要な方も多いので、情報などの提供、相談での連携ができた

らと思っています。（子育て支援課） 

６   乳幼児健診は外国人の未受診者が多いので、外国人が健診を受けやすくなるようにしたいが、単に

問診票を母国語にすればよいのか、その外国人の方は何語が母国語なのか把握できないので、どの

ようにしていったらよいか難しい。（保健センター） 

７   公民館報を含め、外国人の方々への情報提供をどのようにするべきか検討中。（神根公民館） 
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８   地域の様々な人に対し、公民館における学習活動や地域活動への参加を促進することで、多文化 

   理解への一助になればと考えている。（芝富士公民館） 

９   施設案内のパンフレットを多言語対応のものにする。（芝スポーツセンター） 

10  既に日本語で作成してある救命講習用のテキストを、多言語対応に作成していただきたい。(救急課) 

４（４）市民パートナーステーション多文化共生担当と連携の有無（無・今後連携するつもりにつ

いてはその理由も） 

〔連携無〕        

１   現在、多文化共生に関する事業を実施しておらず、連携できるものがないため。15件 

  （行政経営推進室、総務課、青少年対策室、防犯対策室、鳩ヶ谷支所、生活福祉１課・２課、介護

保険課、河川課、電気設備課、計画管理課、みどり課、公園課、街路事業課、西部土地区画整理事

務所、文化財課） 

２   内部事務部局であり、業務上外国人とかかわることがないため。（検査室） 

３   埼玉県外国人ヘルプデスクを利用しているため、かわぐち市民パートナーステーションに問い合わ

せをしたことは無いが、今後、窓口業務において即時対応が出来る環境が整えば、是非、利用させ

ていただきたい。（税制課） 

４   外国人市民の方と関わる機会が少なく、多文化共生に係る事業を行う必要性を感じないため。（固

定資産税課） 

５   急を要する案件がなかったため。（交通安全対策課） 

６   現場（窓口）の感覚では、多言語による対応の必要性を感じていない。ただし、多言語による広報

や案内文書を作成することで、潜在的な相談需要が掘りおこされる可能性がある。（福祉総務課） 

７   特に問題が生じていないため。（長寿支援課） 

８   現状業務では、必要ないと考えているため。２件（高齢者保険事業室、都市交通対策室） 

９   当課は廃棄物処理施設との連絡調整や施設整備が主な業務となっているため、市民の訪問や電話等

が少なく、外国人と対応することはほとんどありませんが、窓口、電話等の対応が必要となった際

は、言語の問題等相談、連携し対応していきたいと思います。（環境施設課） 

10  業務上、外国人と関わる機会が少ないため。（経済総務課） 

11  グリーンセンターの設置目的と多文化共生推進施策の基本視点と施策展開の整合性があまりない

ため。（グリーンセンター） 

12  現時点で、外国人を対象とした施策を行っていなく、また外国人への対応で業務に特段の支障が生

じた事例がないため。（公営競技事務所） 

13  多言語対応等の要望を受けたことがないため。（住宅課） 

14  業務上、支障ないため。（道路建設課） 

15  当課と折衝する方のほとんどが建築関係の業者であり、連携を必要とする状況がないため。（開発

審査課） 

16  現在のところ、事業に関する対象者に外国人がいないため。（市街地整備室） 

17  外国人の方々と協働しておこなう事務事業をおこなっていないため。（区画整理課）  

18  区画整理地権者に外国人市民の方がおらず、現在は外国人市民向けの区画整理の情報は発行してい

ない。（北部土地区画整理事務所） 
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19  現時点では必要性を感じないが、機会があれば連携したいと考える。（下水道管理課） 

20  会計課は、市民向け事業を実施していないため。（会計課） 

21  事業の参加者等に外国人の方が増えてくる等のニーズが生じてきましたら、検討していきたいと思

います。（文化推進室） 

22  現在、年間スケジュール等を委託で英訳依頼し掲載しているが、今後は施設の基本情報（休館日や

開館時間等）を中国語にて検討する。（文化推進室アートギャラリー） 

23  事務窓口業務としては対応することがないため。（指令課） 

24  現在の公職選挙法では、外国人参政権を認めておらず外国人市民が選挙管理委員会を利用する機会

が無いため。（選挙管理委員会事務局） 

25  外国人市民の利用がない。または、市民からの要望がないため。22 件（南平公民館元郷分館、前

川公民館、安行公民館、青木公民館、栄町公民館、上青木公民館、並木公民館、芝南公民館、根岸

公民館、領家公民館、芝西公民館、芝北公民館、前川南公民館、朝日東公民館、神根東公民館、芝

園公民館、青木東公民館、戸塚西公民館、南鳩ヶ谷公民館、里公民館、婦人会館、南平文化会館） 

26  今のところ連携するほどのニーズがないが、必要性がでてきた場合には連携を考える。（西公民館）

27  現段階では「言葉の通じない外国人のために対応して欲しい」旨の要望がよせられていないため。 

  （朝日公民館） 

28  ニーズの把握を行っている段階であるため。（芝富士公民館） 

29  今後、地域の外国人市民の方々から積極的な利用希望や要望があった際には、多文化共生担当との

連携を検討していきたい。（横曽根公民館） 

30  鳩ヶ谷公民館には外国人のために活動している団体が２つあるため。一つは日本語ボランティアの

団体が、地域の外国人に日本語や日本の文化等について教えている。もう一つは、中国の方と団体 

会員が中国語と日本語を教え合う活動をしており、外国人が日本語学習等の相談に来た場合は、そ

れらの団体を紹介している。（鳩ヶ谷公民館） 

31  当館で当該事業に該当すると思われるものを、現在まで実施していないため。（中央ふれあい館） 

〔今後連携するつもり〕 

１   外国籍市民を対象としたセミナーを予定しているため、内容の検討や参加者の募集等、連携を考え

ている。（総合政策課） 

２   今後、多くの外国人の相談者が見込まれるため連携を考えている。（国民年金課） 

３   国籍を問わず、保育に欠けている児童に対し、保育を実施していることから、外国人を特に優先し

たり後回しにしたりすることはない。しかしながらパンフレット等が日本語のみなので、外国人向 

けのパンフレットも必要と思われることから、作成にあたってご協力願いたいと思います。(保育課) 

４   多文化共生担当の仕事の内容を把握していなかったため。国民健康保険制度に加入する外国人が増

加する傾向にある為、特定健康診査の周知徹底を図っていきたい。（国民健康保険課） 

５   健診の外国人対策について、相談させていただきたい。（保健センター） 

６   今後、苦情処理で日本語が通じない外国人の対応をするときは、通訳を派遣してもらうことで提携

を図りたい。（環境保全課） 

７   現在、50 年後も「農が誇れるまち川口」をめざして、都市農業に対する市民理解を推進している

ところであり、今後、外国人市民の理解推進を検討する際には、連携をお願いしたい。（農政課） 
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８   通訳ボランティアの派遣をお願いしたい。（医事課） 

９   ご協力していただけることを知らなかったことです。また、水道の開閉栓の手続きは、日常生活に

密接しているものなので、ご協力いただけることで、外国人の市民の方に広く周知できる可能性が

あるのであれば、今後、ご協力をお願いしたいです。(営業管理室) 

10   今まで特別に多文化共生に特化した公民館事業は実施していないが、川口市の現状を踏まえると、 

今後そのような公民館事業も必要となってくると考えられるため。（西川口公民館） 

〔連携有〕 

１  市民パートナーステーション主催のイベントで、外国人向けに救命講習を実施した。（救急課）



- 84 - 

資料３   川口市多文化共生指針策定委員会設置要綱 

（設  置） 

第１条 増加する外国人市民と日本人の相互理解を深め、国籍や民族などの 

異なる人々がお互いの文化的違いを認め合い対等な関係で共生し、互いの 

協働によって地域づくりを実現する川口市多文化共生指針策定のため川口 

市多文化共生指針策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。  

(1) 川口市の多文化共生指針策定の基本方針に関すること。 

 (2) 川口市の多文化共生指針策定の推進方策に関すること。 

 (3) その他、川口市の多文化共生指針策定に必要な事項に関すること。 

（構  成） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって構成する。 

２ 委員は、知識経験者、学識経験者、多文化共生事業を行う市民団体、外国

人市民及び公募による市民のうちから市長が委嘱する。 

（任  期） 

第４条 委員の任期は、川口市多文化共生指針の公布までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（会  議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 委員会は、原則として公開とし、希望者は委員会を傍聴することができる。 
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（関係者の出席） 

第７条 委員会において必要があると認められときは、関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶  務） 

第８条 委員会の庶務は、市民生活部かわぐち市民パートナーステーション国

際化担当において処理する。 

（委  任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

附則 

この要綱は、平成２３年３月２日から施行する。 
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資料４     川口市多文化共生推進委員会要綱 

（設  置） 

第１条 川口市多文化共生指針（以下「指針」という。）に基づき、本市の多文

化共生社会の形成を推進することを目的に川口市多文化共生推進委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について検

討する。  

(1) 事業実施の現状把握と課題 

 (2) その他、必要な事項 

（構  成） 

第３条 前条の事項を達成するために、次の委員をもって構成する。 

(1)政策審議室 

(2)企画財政部（総合政策課） 

(3)危機管理部（防災課） 

(4)理財部（管財課） 

(5)市民生活部（市民課） 

(6)福祉部（福祉総務課） 

(7)健康増進部（保健センター） 

(8)環境部（廃棄物対策課） 

(9)医療センター（医事課） 

(10) 生涯学習部（中央図書館） 

(11) 学校教育部（指導課） 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

(1)委員長1名、副委員長若干名 

(2)委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

(3)委員長は、市民生活部長があたる。 

（会  議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 
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（関係者の出席） 

第６条 委員会において必要があると認められときは、関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶  務） 

第７条 委員会の庶務は、市民生活部かわぐち市民パートナーステーション多

文化共生担当において処理する。 

（委  任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。 

附則 

この要綱は、平成２４年５月１６日から施行する。 
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資料５   外国人住民向け生活の手引

在留カードの交付 

 東京入国管理局： 

住所：東京都港区港南5-5-30 電話：03-5796-7111(代表) 

 東京入国管理局さいたま出張所： 

住所：埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 

さいたま第2法務総合庁舎１F 

電話：048-851-9671  

 住居地の（変更）届出 

14日以内に、川口市役所の窓口に届出てください 

市営住宅の申し込み 
埼玉県住宅供給公社川口市営住宅入居サービスセンター 

住所：川口市三ツ和1-14-3鳩ヶ谷庁舎7階 

電話：048-729-5967 

川口市役所の窓口 
住所：川口市青木2-1-1 電話：048-258-1110代表 

 国民健康保険の加入・脱退・保険税の相談  

→ 国民健康保険課 内線2632、263５直通048-259-7669 

 後期高齢者医療保険の加入・脱退・発行の相談（75歳以上）  

→ 高齢者保険事業室 内線2618、2702、2703 

直通048-259-7653 

 介護保険（40歳以上の方） 

→ 介護保険課 認定の申請       048-259-7294 

→ 資格・保険料               048-259-7295 

→ サービスの利用・利用者負担      048-259-7296 

 国民年金  → 国民年金課 内線2771～2774 

直通048-259-7666 

（20歳以上60歳未満の方、25年以上保険料を納めると65歳から老

齢基礎年金の給付が受けられる。脱退一時金支給制度あり） 

 税金  → 市民税課 内線2661～2672、2674 

直通048-259-7634 

個人市民税（年４回：６月、８月、１０月、翌年１月）  

税金の納入（市役所３階の納税課、各支所、川口駅前行政センター、

駅連絡室または川口の指定金融機関及びコンビニエンスストア）    

→ 納税課 直通048-259-7948～９ 

税の各種証明書（納税証明書、課税証明書、非課税証明書） 

→ 税制課税証明窓口 内線2696、2697 

 印鑑登録（15歳以上の方） → 市民課 内線2645、2673 

 出産育児一時金 → 国民健康保険課（出産育児一時金が支給されま

す。加入している健康保険を確認の上、出産分娩機関にご相談くださ

い。）電話：048-259-7670（直通） 

 出生届（出生した日から14日以内）①出生証明書の付いた届書1通 

②母子健康手帳③印鑑 届出先：市民課、各支所、川口駅前行政セン

ター→ 市民課戸籍係 内線2643、2648直通048-258-1200 

 婚姻届 → ①婚姻の届出書 1 通  ②婚姻要件具備証明書とその

訳文（各国大使館）  ③出生証明書とその訳文  ④国籍を証明す

る書類（パスポートとその訳文） 

国籍によって用意する書類が異なる、事前に問合せをしてください 

離婚届 → 離婚の届出書1通、婚姻したことを証明できる書類（婚

姻証明書とその訳文、または受理証明書など） 

死亡届 → 死亡した日から7日以内に、死亡地または届出人の住所

地（医師による死亡診断書1通、埋葬許可申請、届出人の印鑑（ゴム

印は不可）） 

市民課戸籍係 内線 2643、2648直通048-258-1200 

 保育所 → 保育課保育係 内線2832～2834、2932 

直通048-258-4097  

市立幼稚園（3歳～5歳）→ 教育委員会学務課管理係  

内線2482、2483直通048-259-7659  

私立幼稚園 → 教育委員会教育総務課  

内線2451、2452直通048-258-1258 

小中学校  → 教育委員会学務課学事係  

内線2487直通048-258-1256 

 日本語補充指導教室・教育相談  

川口市立教育研究所芝園分室 

住所：川口市芝園町3-17（JR蕨駅から徒歩5分） 

電話：048-267-8208 

子育てに関する相談や情報提供  

→ 子育て相談課 

直通048-257-3330、048-259-9005 

 子どもへの手当や助成、ひとり親家庭等への手当や助成など 

  → 子ども育成課 内線2622、2623、2624、2919、2937 

直通048-258-1113 

 遊びや集いの場 → 子ども育成課 内線2917、2084、2928 

直通048-258-1114 

 障害者福祉  → 障害福祉課 内線250４、2607、2608 

 高額療養費資金貸付、福祉資金貸付など  

→ 福祉総務課 内線2322～2324直通048-259-7647 

川口市役所のMAP 

川口駅前行政センター 
住所：川口市川口1-1-1キュポ・ラ本館棟4階 

電話：048-227-7600代表 

・戸籍の届出に関すること 内線：2984 

住民異動・印鑑登録・国民健康保険、後期高齢者医療保険 

国民年金・子ども医療費,児童手当・母子健康手帳・犬の登録 

内線：2983 

各種証明書の発行（住民票、印鑑登録証明、戸籍謄抄本、個人市・

県民税証明、固定資産税証明、軽自動車税納税証明など） 

市税その他収納金・住民基本台帳カード・公的個人認証サービス 

交通・学童等災害共済の加入 

内線：2989 

・川口市パスポートセンター 内線：2988（JR西川口駅西口） 

直通048-241-8010 

かわぐち市民パートナーステーション多文化共生担当 
・外国人生活相談（日本語、英語、中国語、タガログ語、韓国語） 

 市の情報提供、簡易な生活相談、日本語教室の案内  

火～土曜日（祝日を除く）受付時間：10：００～１７：００ 

直通048-227-7607 

 一言便利情報 
 駅周辺は自転車放置禁止区域、無断駐輪すると撤去され、引き取りに

は手数料が掛かる。自転車は必ず駐輪場へ。自転車も飲酒運転に当た

るので、ご注意ください。 

 路上喫煙注意：JR川口駅・JR西川口駅、JR・SR東川口駅周辺、川

口銀座通り商店街、川口西公園地域は路上喫煙禁止地区です。 

 自転車は必ず防犯登録する、また他人から譲られた自転車は必ず名義

変更手続をしましょう。 

 街頭でのチラシ配りはもしかしたら犯罪？道路使用許可が必要です。 

 物を紛失したら、まず近くの警察署へ紛失届を出しましょう。 

 在留カードは常に携帯しましょう。 

 ゴミはきちんと分類して出しましょう。粗大ごみ（40センチ超える

もの）は収集業務課専用受付251-1111に電話で集収を申し込む。

詳細の分類方法（多言語版チラシあります）
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28050005/28050005.html 

  川口市内のボランティア日本語教室（多言語版チラシあります） 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/16570012/16570012.html 

 日本語教育機関（財団法人：日本語教育振興協会） 
http://www.nisshinkyo.org/search/area.php

 空港で他人の荷物は受け取るな！麻薬、規制薬物のトラブルが多発し

ています。 

 法テラス・多言語情報サービス  

（ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、英語、中国語） 

３者間通話03-5366-60０8 

（通訳を介しての利用者と法テラス職員の３者間通話） 

２者間通話050-5814-7288 

（相談者が地方事務所に来所し、受話器を受け渡しての２者間通話） 

 仕事を探す＆失業保険：ハローワーク川口（中国語・英語通訳あり） 

住所：川口市青木3-2-7   電話：048-251-2901 

 外国人総合相談センター埼玉 

住所：さいたま市浦和区北浦和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎３階 

電話：048-833-3296 

対応言語：英語、スペイン語、中国語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、

タガログ語、タイ語、ベトナム語、やさしい日本語 

月～金曜日（祝日、12/29～1/3を除く）9：00～16：00 

 運転免許関係：埼玉県警察運転免許センター  

住所：埼玉県鴻巣市鴻巣405-4     電話：048-543-2001 

 埼玉県医療情報提供 http://www.iryo-kensaku.jp/saitama 

 外国語が通じる医療機関リスト 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/ctg/Files/1/16570015/attach/Hosi

ptalsHP.pdf 

 埼玉県国際交流協会 http://www.sia1.jp/ 
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